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命 令 書 

 

 

 
 申 立 人  
 

 

 
 
被申立人  

 

 

 

 上記当事者間の千労委平成２０年（不）第４号不当労働行為救済申

立事件について、当委員会は平成２２年３月４日第１５０６回公益委

員会議において、会長公益委員竹澤京平、公益委員鈴木牧子、同松田

忠三及び同島﨑克美が出席して合議の上、次のとおり命令する。  
 

主    文  
１ 被申立人は、被申立人が設置する市川中央自動車教習所における

技能検定員及びみきわめ員の選任にあたって、申立人組合員の故を

もって差別する取扱いをしてはならない。  
２ 被申立人は、平成２０年４月２８日に行った申立人支部長Ｘ1、  
 同副支部長Ｘ2   及び同組合員Ｘ3    に対する、それぞれ  

出勤停止１日の懲戒処分を撤回しなければならない。  
３ 被申立人は、平成２０年８月２０日に行った申立人副支部長Ｘ4 

に対する戒告処分を撤回しなければならない。  
４ 被申立人は本命令書受領の日から１週間以内に、下記の内容の文

書を申立人に交付しなければならない。  
 
  東京自動車教習所労働組合市川中央自動車教習所支部  
  支部長 Ｘ1       様  
 
      年  月  日  
 

千葉県市川市高谷１９７４番１１ 市川中央自動車教

習所内  
東京自動車教習所労働組合市川中央自動車教習所支部  
支部長 Ｘ1 

山形県山形市宮町二丁目１１番９号  
黒井産業株式会社  
代表取締役 Ｙ1 
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                    黒井産業株式会社  
                    代表取締役 Ｙ1 
 

当社が行った下記の行為は、千葉県労働委員会において労働組合法

第７条第１号及び第３号に該当する不当労働行為であると認定されま

した。（【 】内は、該当する号）  
 今後このような不当労働行為を繰り返さないようにします。  

記  
（１）平成２０年４月１６日、当社東京支店総務課のＹ2      課長が

貴組合の組合員であるＸ5      氏の自宅を訪問したこと。【第３

号】  
（２）平成２０年４月２８日、貴組合の支部長であるＸ1   氏、同

副支部長であるＸ2   氏及び同組合員であるＸ3  氏に対

し、それぞれ出勤停止１日の懲戒処分を言い渡したこと。【第１

号及び第３号】  
（３）市川中央自動車教習所のＹ3   所長が貴組合の組合員である

Ｘ6   氏を第一種普通自動車技能検定員に、同Ｘ7   氏を第一

種普通自動車教習みきわめ員に、同Ｘ8     氏を大型自動二輪車

教習みきわめ員に選任しないこと。【第１号及び第３号】  
（４）平成２０年５月８日以降、市川中央自動車教習所に組合員を監

視する機関である「管理室」なる部署を設けたこと。【第３号】  
（５）平成２０年５月１１日、市川中央自動車教習所のＹ3   所長

が、貴組合の執行委員に対し、所長室からの退去を命じ、同教習

所の管理室員をして同執行委員の写真を撮影させたこと。【第３

号】  
（６）平成２０年８月６日、市川中央自動車教習所のＹ3   所長が、

貴組合の組織部長であったＸ9     氏、同教宣部長であったＸ6

氏及び組合員Ｘ10     氏の写真を同教習所の管理室職員をして

撮影させ、「敷地内から退去しろ。退去しないなら警察を呼ぶ。」

と言ったこと。【第３号】  
（７）平成２０年８月２０日、貴組合の副支部長であるＸ4     氏に

対し、平成２０年６月４日に廊下で大声を出したことを理由に戒

告処分にしたこと。【第１号及び第３号】  
（８）平成２０年９月、貴組合の組合員であるＸ11    氏、同Ｘ12   

氏、同Ｘ9    氏、同Ｘ13    氏、同Ｘ3   氏及び同Ｘ14      
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氏を最終送迎バスの運転担当から外し、それぞれ残業手当、乗

車手当てを支払わなかったこと。【第１号及び第３号】  
             （注：年月日は交付の日を記載すること。） 
５ 申立人のその余の申立てを棄却する。  
 

理    由  
第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨  
 １ 事案の概要  
   本件は、被申立人黒井産業株式会社（以下「会社」という。）が

経営する市川中央自動車教習所（以下「教習所」という。）におい

て、申立人東京自動車教習所労働組合市川中央自動車教習所支部

（以下「組合」という。）の組合員を技能検定員又はみきわめ員に

選任しなかったこと、組合員に対して懲戒処分を行ったこと等が

労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）第

７条第１号に定める組合員に対する不利益取扱い及び同条第３号

に定める組合への支配介入に、また、会社が行った組織変更、管

理室の設置、会社の管理職が組合員の自宅を訪問したこと、教習

所の所長による組合員への罵倒及び写真撮影による威嚇等が同条

第３号に定める組合への支配介入にそれぞれ該当するとして、組

合が救済を求めた事件である。  
 
 ２ 請求する救済の内容の要旨  
   本件申立てにおいて組合が請求する救済内容の要旨は以下のと

おりである。  
 （１）教習所の所長は、組合員Ｘ6  を第一種普通自動車技能検定

員に、同Ｘ7     を第一種普通自動車教習みきわめ員に、同Ｘ  
8     を大型自動二輪車教習みきわめ員に、それぞれ選任する

こと。  
 （２）会社が教習所に設置した「管理室」の廃止。その他組合員を

監視する機関の設置の禁止。  
 （３）会社が平成２０年４月２８日に行った、組合支部長Ｘ1  、

同副支部長Ｘ2  及び組合員Ｘ3   に対する、それぞれ出勤

停止１日の懲戒処分の撤回。  
 （４）会社が平成２０年８月２０日に行った、組合副支部長Ｘ4 

   に対する戒告処分の撤回。  
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 （５）会社による組合員に対する技能検定員不選任、役職の降格、

懲戒処分等の不利益取扱いの禁止。  
 （６）会社管理職による組合員の自宅訪問、組合員に対する罵倒及

び写真撮影等による組合への支配介入の禁止。  
 （７）謝罪文の掲示及び手交  
 
第２ 争点  

１ 会社が組合員に対して行った次の行為は、組合員に対する不利

益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。  
（１）教習所管理者である所長が、組合執行委員Ｘ6  を第一種普

通自動車技能検定員に、同Ｘ7     を第一種普通自動車教習み

きわめ員に、組合員Ｘ8     を大型自動二輪車教習みきわめ員

にそれぞれ選任しなかったこと。  
（２）平成２０年４月２８日、組合支部長Ｘ1 、同副支部長Ｘ2 

  及び組合員Ｘ3    に対して、それぞれ出勤停止１日の懲戒処分  
を行ったこと。  

（３）平成２０年８月２０日、組合副支部長Ｘ4     に対して戒告

処分を行ったこと。  
（４）平成２０年９月、組合員に最終送迎バスの運転をさせなかっ

たこと。  
２ 平成２０年４月１日付け教習所の組織変更は、組合員の降格を

目的に行われたものか。  
３ 教習所の「管理室」は、組合に対する支配介入を目的として設

置されたものか。  
４ 会社の次の行為は、組合に対する支配介入に当たるか。  
 （１）平成２０年４月１６日、管理職をして、組合員の自宅を訪

問させたこと。  
 （２）平成２０年５月１１日、組合執行委員が所長室に通告書及

び質問書を持参した際に、Ｙ3 所長が同執行委員に対して、

退室を命じ、管理室の職員をして写真を撮らせたこと。  
  （３）平成２０年５月２４日、組合員Ｘ5     及び同Ｘ15 に対

して、Ｙ3 所長が管理室職員をして写真を撮らせたこと。  
  （４）平成２０年８月６日、組合員Ｘ9      、同Ｘ6 及び同Ｘ

10      に対して、Ｙ3 所長が教習所敷地内からの退去を命

じ、退去しない場合は警察に通報する旨警告し、管理室職員
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をして写真を撮らせたこと。  
 

第３ 認定した事実  
 １ 当事者等  

（１）組合は、自動車教習所にたずさわる労働者の社会的、経済的

地位の向上、労働条件の維持改善、産業の民主化促進等を目的

とする東京自動車教習所労働組合（以下「東自教」という。）の

支部であり、教習所の職員等で組織する労働組合である。申立

て時の組合員数は３７名である。 

（２）会社は、山形県山形市に本社を有する自動車運転教育に関す

る事業等を目的とする株式会社である。 

   教習所は、千葉県市川市高谷１９７４番１１に所在し、会社

が設置、運営し、千葉県公安委員会が指定する指定自動車教習

所である。 

 

 ２ 事実関係  
   当委員会が認定した事実は次のとおりである。 

 （１）組合結成から東自教への加盟まで  
   ア 平成７年、組合は、市川中央自動車教習所労働組合として

結成された。【甲１８１】  
   イ 組合と会社は、平成１５年頃から、職場協議会を毎月１回

開催してきた。職場協議会とは、教習所の管理者（所長）及

び副管理者と組合の三役等が、勤務体制や職場環境の改善、

業績向上等について協議を行う場であった。【甲１２、甲１７

０ないし１８１、第３回審問調書６８頁Ｙ3   証言（以下

「③Ｙ3 ｐ６８」の例により略記する。）】  
   ウ 会社は、平成１９年８月１日付けで、教習所指導員であり

組合員であるＸ16    （以下「Ｘ16     」という。）を、学

科教習に際して教習原簿の改竄を行ったとして、営業企画課

長代理を解き教務課教務係主任を命ずるという３階級の降格

処分を行った。  
     また、同日付けで、教習所の当時の所長であるＹ4    （以

下「Ｙ4 所長」という。）を２か月の減給、Ｙ5    教務部長

代理を教務課長へ１階級の格下げ、Ｙ6     総務課長を総務

課係長心得へ３階級格下げとする懲戒処分を行った。【甲１６
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５】  
   エ 組合は、教習原簿の改竄はＹ4 所長の指示により行われた

ものであるのに、Ｙ4 所長は２か月の減給処分ですませ、Ｘ

16     には３階級降格という減給よりも重い処分が行われ

たこと、懲戒処分をするに当たり懲戒委員会が開催されず、

事実関係の調査や本人に対する弁明の機会の付与などの手続

きが踏まれなかったこと等から、Ｘ16      に対する処分は

理不尽なものであるとして、会社に対して、Ｘ16      の処

分撤回を求める団体交渉の申し入れを行い、同年８月８日、

同月２３日及び同年９月１３日の３回にわたって団体交渉が

行われた。しかし、会社はＸ16      の処分撤回には応じな

かった。【甲４ないし８、組合準備書面（２）】  
   オ 同年１０月６日、組合は、東自教に加盟した旨を会社に通

知した。【甲１０】  
   カ 同月１１日、Ｘ16      は、３階級降格処分は無効である

として、千葉地方裁判所に会社を被告とする地位確認等請求

の訴え（以下「Ｘ16 訴訟」という。）を提起し、平成２０年

１１月２６日、同人が営業企画課長代理の地位にあることを

確認する判決が言い渡された。これに対する会社の控訴は、

平成２１年５月２８日に棄却された。会社は、同年６月１０

日、Ｘ16  に対して、降格前の職である営業企画課課長代理

を命じたうえで、同日、営業企画課課長代理を解き営業企画

係長を命じ、さらに、営業企画係長を解き教務課第１係係長

を命じた。【甲１６５ないし１６９、組合準備書面（２）】  
 （２）Ｙ3  の所長就任と職場協議会  
   ア Ｙ4 所長が、平成１９年１０月１０日付けで会社を退職し、

そ の 後 任 と し て 同 日 、 千 葉 県 警 察 本 部 の Ｏ Ｂ で あ る Ｙ 3    
（以下「Ｙ3 所長」という。）が教習所の所長に就任した。こ

れまで会社は、警察のＯＢを教習所の所長に採用しており、

Ｙ3 所長についても、千葉県警察本部に求人申込書を提出し、

その紹介を受け、採用した。【甲１６５、乙４５、乙４６、第

３回審問調書５頁Ｙ7   証言（以下「③Ｙ7 ｐ５」の例によ

り略記する。）、③Ｙ3 ｐ９１】  
   イ 同月１８日午後４時２０分ごろ、Ｙ3 所長就任後初めての

職場協議会が開催されたが、午後５時５分ごろ、Ｙ3 所長は、
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時間が来たとして、会議の途中で退席した。【甲１１、乙４６】 
   ウ 同年１１月８日、Ｙ3 所長就任後２回目の職場協議会が開

催されたが、Ｙ3 所長は出席しなかった。【甲１８１】  
   エ 組合は、同年１１月８日、同年１２月６日、同月１３日、

同月１５日、同月１８日、同月２０日、同月２１日、同月２

５日、同月２７日、同月２９日及び平成２０年１月５日付け

で、会社又はＹ3 所長に対して、書面により職場協議会開催

に関する申し入れを行ったが、会社又はＹ3 所長から回答は

なかった。  
     また、平成１９年１１月から平成２０年１月にかけて、組

合の執行委員がＹ3 所長に対して、口頭で職場協議会の開催

を求めたが、Ｙ3 所長は「必要ない。」、「やらない。」等と答

えるのみであった。【甲１２ないし２２、甲１８１】  
 （３）団体交渉ルールを巡る労使の対立と当委員会でのあっせん  
   ア 平成１９年１０月１９日、組合は会社に対して、冬季一時

金の支給等に係る支部要求書を提出した。  
     同年１１月２８日、会社は、組合からの団体交渉申し入れ

に対する回答書の中で、団体交渉の出席者を組合、会社とも

に各３名とする旨回答した。  
     組合は、同日付け「団体交渉開催に関しての要求書」にお

いて、組合側交渉人員を４名とするよう要求した。  
     同月３０日、会社は、「再回答書」により、組合の交渉人員

を３名以内とすることを厳守するよう回答した。  
     同年１２月１日、組合は、「再回答書に対する申し入れ書」

により、団体交渉の交渉人員を４名とすることが認められな

い理由等について書面により回答するよう要求した。【甲９

１，甲９５ないし甲９８】  
   イ 冬季一時金に係る第１回の団体交渉が同月５日に、第２回

の団体交渉が同月７日にそれぞれ実施された。  
     このうち、７日に行われた第２回団体交渉の中で、会社常

務取締役Ｙ7  （以下「Ｙ7 常務」という。）は、次回の団体

交渉から、団体交渉の時間中の賃金は支給しない旨発言した。 
     これに対して組合は、同月１４日、「団体交渉開催に関する

申し入れ書」により、団体交渉の時間中の賃金の支給に関す

る労使協議を直ちに実施すること等を申し入れた。【組合準備
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書面（２）、甲９９】  
   ウ 平成２０年２月２２日、組合は会社に対して、「団体交渉開

催に関する申し入れ書」を提出、同年３月４日、教習所内に

おいて団体交渉が行われた。  
     この交渉において、会社は、今後も交渉人員は３名でなけ

れば団体交渉に応じないこと、時間及び場所については、業

務終了後事業所内とすること、労働協約については今後も締

結しないこと等を主張した。【甲１０３、甲１８１】  
   エ 同年３月６日、組合は、当委員会に労働争議のあっせんを

申請した。  
     組合は、①交渉人員を４～５名にすること、②労使が合意

に達した事項については労働協約を作成すること、③勤務時

間内に団体交渉を行う場合には、その時間の賃金を支給する

こと等を求めた。  
     これに対して、会社は、①交渉人員は３名とする、②労働

協約の書面による作成は行わない、③団体交渉は原則として

就業時間外に賃金は支給せずに行う旨主張した。  
     同月３１日、当委員会においてあっせんを行ったが、労使

双方の主張に歩み寄りが見られず、あっせん打ち切りとなっ

た。【甲１０６、当委員会に顕著な事実】  
   オ 同年４月４日、組合と会社との間で春闘等に係る団体交渉

を行った。会社は、事前に組合に対して出席者の数を労使各

３名とするよう申し入れていた。会社からの出席者は、Ｙ7

常務、Ｙ3 所長及び会社東京支店総務課長のＹ2   （以下

「Ｙ2 課長」という。）の３名であったが、組合からは１６名

が出席した。  
     会社は、団体交渉の席で組合に対し、出席者を制限するよ

う要求したが、組合は応じなかった。  
     なお、この交渉では、この他、賃上げの額の提示、組合ビ

ラの返還、Ｘ16      に対する処分に係る問題の解決、支部

長に対する謝罪要求等が議題となっていた。【甲１８１、乙４

５、③Ｙ7 ｐ４８】  
   カ 組合は会社に対して、同月２２日、同月２３日及び同年５

月１３日付けで団体交渉を申し入れた。  
     これに対して会社は、組合からの要求事項に対しては同年
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５月１５日の回答書により回答し、結果的に団体交渉には応

じなかった。なお、回答書は会社の代理人弁護士名で発せら

れており、今後団体交渉に関する一切の件については代理人

弁護士あてに連絡されたい旨の記載があった。【甲１１１ない

し甲１１５】  
   キ 同年７月２日、会社は当委員会に、団体交渉実施の際の出

席人数、団体交渉事項を調整事項とする労働争議のあっせん

を申請した。  
     同月２３日、当委員会においてあっせんが行われ、組合及

び会社があっせん案を受諾した。あっせん案の主な内容は、

交渉人員は労使双方とも７名以内とすること、団体交渉の時

間及び場所は会社提案によること、団体交渉のルールについ

ては今後別途協議すること等であった。【甲１２０、甲１２２、

当委員会に顕著な事実】  
 （４）平成２０年４月１日付け組織変更（争点２）  
   ア 平成１９年１１月１日、会社は別紙１（略）のとおり、教

習所の組織変更を行った。【甲５０】  
   イ 平成２０年４月１日、会社は別紙２（略）のとおり、教習

所の組織変更を行った。  
     なお、会社が組織変更の理由として示したのは、マンネリ

化の防止であった。【甲４９、第１回審問調書１３頁Ｘ 1   

証言（以下「①Ｘ1 ｐ１３」の例により略記する。）】  
   ウ 同日付け組織変更に係る主な変更点として、施設装備課の

設置、営業課から営業企画課への変更等が挙げられる。  
     また、同日付けで昇格した者は以下の７名であり、このう

ち当時組合員だった者は４名、非組合員は３名であった。  
    〈組合員〉  
      Ｘ17     係長心得 → 係長  
      Ｘ18    指導員 → 主任心得  
      Ｘ3     （以下「Ｘ3  」という。）  

指導員 → 主任心得  
      Ｘ19（以下「Ｘ19」という。）  

  指導員 → 主任心得  
    〈非組合員〉  
      Ｘ20（以下「Ｘ20」という。）  
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  主任 → 係長心得  
      Ｘ21（以下「Ｘ21」という。）  

  主任 → 係長心得  
      Ｘ22（以下「Ｘ22」という。）  

  指導員 → 主任心得     
     一方、降格となった者はいなかった。【甲４９、甲５０、乙

４５、①Ｘ1 ｐ３２】  
   エ 同月９日、組合は会社に対して、「組織変更に対する要求書」

を提出した。組合はこの中で、組合役員の社内での評価を事

実上の降格とするなど、今回の組織変更は組合対策を前提と

した不当労働行為であるとして、撤回等を要求した。  
     これに対して、会社からの回答はなかった。【甲５４、①  

Ｘ1 ｐ１３～１４】  
（５）組合執行委員を第一種普通自動車技能検定員に選任しなかっ

たこと。（争点１（１））  
   ア 指定自動車教習所の管理者（所長）は、技能検定を行わせ

るため、技能検定員を選任しなければならないとされており

（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９９条の２第

１項）、教習所では、千葉県公安委員会が行う技能検定員審査

に合格し、教習所で行う事後教養（講習）を受講した者に対

して、管理者である所長が選任手続きを行っていた。【甲１８

３の１、第２回審問調書８～９頁Ｘ5     証言（以下「②Ｘ5 
ｐ８～９」の例により略記する。）】  

   イ 平成２０年２月１５日、組合の教宣部長であったＸ6 （以

下「Ｘ6 」という。）が、第一種普通自動車の技能検定員審査

に合格、同年４月２日から１１日まで、教習所の事後教養（講

習）を受講した。【甲６０、甲１８３の１】  
   ウ 同月２５日、組合は会社に対して、Ｘ6 の技能検定員選任

の手続きを速やかに行うよう申し入れた。【甲５９】  
   エ その後も、Ｘ6 が技能検定員に選任されなかったため、同

月３０日、Ｘ6 が所属する教務課第６班の班長から、Ｙ3 所

長に対して、Ｘ6 が技能検定員に選任されるための指導を求

める旨上申したが、上申書の上部余白の決裁欄にはＹ3 所長

の押印はなく、「受領しない」との手書きのコメントが書かれ

ていた。【甲１３６】  
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   オ Ｘ6 は、現在に至るまで、第一種普通自動車の技能検定員

に選任されていない。  
     なお、教習所において、技能検定員審査に合格し、教養も

受講した者で、技能検定員に選任されなかったのは、Ｘ6 の

他にはいなかった。【甲５９、甲６０、甲１８３の１、乙４６、

②Ｘ5 ｐ９】  
   カ 平成２１年１月２７日、Ｘ23  が第一種普通自動車技能

検定員に選任された。【②Ｘ5 ｐ９、③Ｙ3 ｐ１１６】  
 （６）会社管理職による、組合員の自宅の訪問（争点４（１））  
   ア 平成２０年３月２９日、Ｙ2 課長が教習所を訪れた際、１

階の掲示板に組合作成のビラが掲示されていた。  
     ビラには、『速報！ こういう人に人事権を与えておいてい

いのでしょうか？！』という文言とともに、会社が経営する

他の自動車教習所のパーティーで、Ｙ7 常務が女性といっし

ょに撮影された写真が数枚掲載され、そのうちの２枚の写真

にはそれぞれ「パワーハラスメント」、「セクシャルハラスメ

ント」の文字が記されていた。  
     Ｙ2 課長は、当該ビラを掲示板から撤去した。【甲１３５の

１、乙４７の１、③Ｙ7 ｐ１８】  
   イ 同年４月４日、組合と会社の団体交渉の席上において、Ｙ2

課長は、組合から、当該ビラを掲示板から撤去したことにつ

いて、激しく抗議を受けた。【乙４７の１、第３回審問調書１

３３～１３４頁Ｙ2  証言（以下「③Ｙ2 ｐ１３３～１３４」

の例により略記する。】  
   ウ 同月１６日午後４時ごろ、Ｙ2 課長は、組合員Ｘ5    （以

下「Ｘ5 」という。）の自宅（以下「Ｘ5 宅」という。）の最

寄り駅である新松戸駅で下車し、Ｘ5 宅へ向かう途中でＸ5

宅へ電話し、電話に出たＸ5 の妻に社名を言ったうえで、「ご

主人から返せと言われた書類をお持ちいたしましたので、こ

れから伺ってよろしいでしょうか。」と告げた。  
     Ｙ2 課長はこの日、東京都江戸川区の勤務先からＸ5 宅へ

向かったものであるが、事前にＸ5 宅へ出向く旨の連絡はし

ていなかった。【甲１８３の１、乙４７の１、③Ｙ2ｐ１４９

～１５０、同ｐ１５９～１６０】  
   エ Ｙ2 課長がＸ5 宅へ電話を入れて数分後、Ｙ2 課長はＸ5
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の自宅マンションのエントランスからインターフォンで、「先

ほど電話した黒井産業の者です。」と到着した旨を告げた。応

対したＸ5 の妻は、その場で待つよう答えた。【乙４７の１、

③Ｙ2 ｐ１５３～１５４】  
   オ エントランスへは、その日いったん教習所へ出勤したもの

の、体調を崩して早退していたＸ5 本人が出向いた。【甲１８

３の１】  
   カ Ｙ2 課長はＸ5 に、「返せと言われたビラを返しに来た。」と

告げ、Ｘ5 は「そうですか。」と答えた。Ｙ2 課長は、Ｘ5 に

当該ビラ及び組合が発行した別のビラの計２枚を渡し、帰っ

ていった。【乙４７の１】  
   キ その後組合は、教習所掲示板に、同月１７日付けの『速報！

白昼！会社の名前を利用し、社員の妻に・・・』と記載され

たビラを掲示するとともに、同月１８日付け「緊急申し入れ

書」により、会社に対して、Ｙ2 課長の懲戒処分、Ｙ2 課長

がＸ5 宅を訪問した理由の説明と謝罪を求めた。しかし、会

社からは何の回答もなかった。  
     なお、Ｙ2 課長は、上記ビラ及び緊急申し入れ書の内容が

名誉毀損に該当するとして、同年７月８日、東京地方裁判所

八王子支部に、組合執行委員及び東自教を被告とする損害賠

償等請求訴訟を提起した。【甲５８、甲１８３の１、乙２６の

１、乙４７の１、乙６８】  
（７）平成２０年４月２８日の、組合支部長Ｘ1  らに対する懲

戒処分（争点１（２））  
   ア 組合副支部長であるＸ2  （以下「Ｘ2  」という。）は、

平成２０年１月９日の普通自動二輪車（ＡＴ限定）教習の際、

教習生の乗っていた自動二輪車に追突する事故を起こした。

Ｘ2 は、この件について事故報告書を会社に提出した。【甲１

８５の１】  
   イ 同月２２日、会社は、Ｘ2  の上記アの事故に関して、重

大な過失によって事故を起こし会社に損害を与えた等の理由

により、同人を戒告処分とした。【甲１８５の１】  
   ウ 同年４月４日、組合支部長のＸ1   （以下「Ｘ1 」とい

う。）は、教習所の全体朝礼の始まる前に、Ｘ2 から上記イ

の戒告処分の辞令（以下「戒告処分辞令」という。）を借りた。
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【①Ｘ1 ｐ１７】  
   エ 同日午前８時１５分頃、教習所の全体朝礼において、司会

が「皆さんから何かありますか？」と出席者に問いかけた際、

Ｘ1 は、「はい。」と言って、Ｘ2  から借りた戒告処分辞令

を持ってＹ3 所長の前へ行った。  
     Ｘ1 は、「このＸ2 の処分は間違いだったかもしれないの

で、Ｙ7 常務に確認してください。」と言って、戒告処分辞令

をＹ3 所長に手渡した。Ｙ3 所長は戒告処分辞令を受け取る

と、目の前の机に置いたので、Ｘ1 は再度戒告処分辞令を手

にとって、Ｙ3 所長の上着の左胸の襟の付近に差し込んだ。  
     Ｙ3 所長は、Ｘ1 の行為に対して、制止や回避するような

発言や仕草等は行わなかった。  
     なお朝礼には、所長以下ほぼ全職員が出席していた。【甲６

３、甲１８１、①Ｘ1 ｐ４３、同ｐ６３～６４、③Ｙ3 ｐ８

１～８２】  
   オ Ｘ3   は、同月１日付け組織変更において、教務課第２係

第３班主任心得を命ずるという昇格辞令を受けた。【甲４９、

甲６５】  
   カ Ｘ3   は、この組織変更は適材適所、作業効率や能率、業

績といったことが考慮されていないものであると感じ、この

ような状況で昇格辞令を受けることはできないと考え、同月

４日の全体朝礼の際に、上記エのＸ1 の行為に続き、Ｙ3 所

長の前へ行き、自らの昇格辞令を「これは受けられないです。」

等と発言しながら、Ｙ3 所長の上着の襟のあたりに差し込ん

だ。  
     Ｙ3 所長は、Ｘ3   の行為に対しても、制止や回避するよ

うな発言や仕草等は行わなかった。【甲６５、乙４６、③Ｙ3 

ｐ８２】  
   キ 同月２８日、会社はＸ1 に対して、同月４日の朝礼の際に

Ｘ2  と共謀し、Ｙ3 所長が断ったにもかかわらず、Ｘ2  

の戒告処分辞令を無理やりＹ3 所長の上着ポケットに押し込

んで返却したとして、これが、会社就業規則（以下「規則」

という。）第７７条（１７）「上長～に対し、暴行、脅迫又は

これに準ずる～行為をしたとき」及び同条（２４）「その他前

各号に準ずる行為があったとき」に該当するものであるとし
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て、同年５月２日から出勤停止１日の懲戒処分とする旨通知

した。【甲１２５】  
   ク 会社は同日、Ｘ2  に対しても、同月４日の朝礼の際に、

Ｘ1 と共謀の上、Ｘ1 をして自らの戒告処分辞令をＹ3 所長

に無理やり返却させたとして、これが、規則第７７条（１７）

「上長～に対し、暴行、脅迫又はこれに準ずる～行為をした

とき」及び同条（２４）「その他前各号に準ずる行為があった

とき」に該当するものであるとして、同年５月３日から出勤

停止１日の懲戒処分とする旨通知した。【甲１２６】  
   ケ 会社は同日、Ｘ3  に対しても、同月４日の朝礼の際に、

同月１日付けの自らの辞令をＹ3 所長が断ったにもかかわら

ず、無理やりＹ3 所長の上着ポケットに押し込んで返却した

として、規則第７７条（１７）「上長～に対し、暴行、脅迫又

はこれに準ずる～行為をしたとき」及び同条（２４）「その他

前各号に準ずる行為があったとき」に該当するものであると

して、同年５月４日から出勤停止１日の懲戒処分に付する旨

通知した。【甲１２７】  
   コ なお、会社は、懲戒処分の対象となる行為を、規則第７７

条（１）ないし（２４）に定めている。【乙３０、別紙３（略）】 
   サ 組合は、同年５月９日、会社に対して、Ｘ1 、Ｘ2  及び  

Ｘ3    に対する懲戒処分には納得できないこと、今後、会社

の対応が組合つぶしを狙った不当なものであると判断した場

合は、直ちにストライキを含む抗議行動を実施する旨書面に

より通告した。【甲６２】  
 （８）秩序維持等に関する業務命令  

平成２０年４月３０日、会社は、教習所の職員に対して、「秩

序維持等に関する業務命令」を文書により発した。  
同命令の内容は、会社及び関連会社の職員等に対する畏怖心、

嫌悪感を抱かせる様な行為や義務のないことを行わせようとす

る行為、会社の職員として相応しくない行為等を一切しないよ

う指示徹底することを命ずるものであり、本業務命令に反した

ときは規則により処罰し、重大な事案であると判断した場合は、

刑事告訴することもある旨記載されていた。  
なお、禁止項目は１０項目にわたり例示され、その内容は下

記のとおりであった。  
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１ 監視し、尾行し、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち

ふさがるような行為  
２ 呼びつけたり、詰問したり、無理やり謝罪を求めたり、

回答を迫ったり、義務のないことを行わせようとする行為  
３ 罵声を浴びせたり、粗野または乱暴な言動を用いたり、

威圧的な言動や畏怖または嫌悪感を抱かせる行為  
４ 複数で取り囲み、畏怖または嫌悪感を抱かせ、または、

義務のないことを行わせようとする行為  
５ 職場内に特定の者を非難中傷する文書、図画、写真等を

掲示したり、目に触れやすい場所に置いておく行為  
６ 非組合員の自宅及び最寄りの駅等の周辺で、特定の者を

非難中傷する文書、図画、写真等を配布したり、郵送した

りする行為（特に、会社及び関連会社職員の自宅及び最寄

りの駅等の周辺において）  
７ 不正業務の強要など正常な業務等を妨げる行為  
８ 業務命令、業務指示等の中断及び意訳、変更等の行為  
９ 業務中における私的な行為  
10 業務に伴わないもしくは管理者の許可を受けずに会社

施設を利用する等の行為          【乙１９】  
 （９）管理室の設置（争点３）  
   ア 平成２０年５月８日、会社は教習所に管理室を設置した。

【甲１８１、乙４６】  
   イ 管理室は、所長直属の部署であり、管理室長１名、次長１

名、係長１名、主任２名の計５名の職員が新たに配置された。

このうち、次長は教習所の第二副管理者となっており、管理

室長は、教習所の組織図において、管理者（所長）と４名の

副管理者の間に位置付けられている。また、組織図の右上方

に記載された各職名ごとの在籍人員数を示す表中には、室長

又はそれに相当すると思われる職名の記載はない。  
     管理室の職員５名のうち、２名は警察のＯＢ、３名は会社

の職員からそれぞれ選ばれている。【乙６７、③Ｙ3ｐ１２５

～１２６】  
   ウ 管理室の業務の内容、所掌する事務等について、文書によ

る定めはなく、組織図中の課別業務区分欄にも記載はない。  
     また、管理室設置の際に、教習所の職員に対し、管理室の
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職員の紹介や業務内容等についての説明等は行われなかっ

た。【甲１８１、乙６７、③Ｙ7 ｐ６３～６５、③Ｙ3ｐ９１】 
（10）平成２０年５月１１日のＹ3 所長の組合執行委員らに対する

言動等（争点４（２））  
   ア 平成２０年５月１１日午前８時ごろ、Ｘ1 ら組合執行委員

（以下「Ｘ1 ら」という。）は、組合からの通告書及び質問書

を提出するため、所長室のドアをノックした。そして、Ｘ1

を先頭に２～３名が所長室に入室し、その後に７～８名が続

いていた。【甲１８１、乙４６】  
   イ Ｙ3 所長は、Ｘ1 らの話も聞かずに、「退室しろ。」と言い、

管理室職員にカメラと録音機を持って所長室に来るよう電話

で指示した。  
管理室職員が所長室に来ると、Ｙ3 所長は「この連中が取

り囲んだので写真を撮れ。」と命じた。  
Ｘ1 らは、書面を提出しに来ただけであり、かつ始業前で

ある旨弁明したものの、Ｙ3 所長は、「こいつらだ、こいつら

の写真を撮れ。」と言い、管理室職員にＸ1 らの写真を撮影さ

せた。  
Ｙ3 所長は、管理室職員に対し、「こいつらがいつも私の所

に来る奴らだ。」、「よく顔を見ておけ。」と言った。【甲８９、

甲１２４、甲１８１、乙４６】  
 （11）組合執行委員Ｘ7    及び組合員Ｘ8      をみきわめ員に

選任しなかったこと（争点１（１））  
   ア みきわめ員は、各教習段階を終了し、次の教習段階に進め

るかどうかの判定を行う教習指導員のことであり、みきわめ

教養（講習）を受講した者について、教習所の管理者（所長）

が選任する。【申立書、会社最終陳述書】  
   イ 平成２０年５月２３日、教務第一課長代理が、組合の財政

部長であったＸ7    （以下「Ｘ7 」という。）の第一種普通

自動車教習みきわめ教養及び組合員Ｘ8      （以下「Ｘ8 」
という。）の大型自動二輪車教習みきわめ教養の計画を作成

し、Ｙ3 所長に提出したが、Ｙ3 所長は決裁しなかった。【甲

１３７、甲１３８、甲１８３の１】  
   ウ Ｘ7 及びＸ8 は、それぞれ、第一種普通自動車教習みきわ

め教養及び大型自動二輪車教習みきわめ教養を受けることが
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できず、現在に至るまでみきわめ員に選任されていない。【甲

１８３の１、②Ｘ5 ｐ１１～１３】  
   エ 教習所において、みきわめ教養の受講が認められなかった

者は、Ｘ7 及びＸ8 の他にはいなかった。【甲１８３の１、②

Ｘ5 ｐ１２～１３】  
 （12）平成２０年５月２４日のＹ3 所長の組合員らに対する言動等

（争点４（３））  
   ア 平成２０年５月２４日、Ｘ5 が指導員室において、聴覚障

害者教習の教習計画を作成していたところ、Ｙ3 所長及び管

理室職員２名が指導員室に来て、組合掲示板の写真を撮り始

めた。【甲１８３の１】  
   イ そこでＸ5 は、「コソコソ撮らないで皆がいるときに堂々と

撮ればいいじゃないですか。」と言ったところ、Ｙ3 所長は、

「私は所長だぞ。コソコソなんかしない。お前は何で乗車し

ないんだ。」とＸ5 に言った。【甲１８３の１、②Ｘ5 ｐ１３

～１４】  
   ウ Ｘ5 は、「乗車する生徒がいなかったので、聴覚障害者教習

の書類を作成していました。」と答えたところ、Ｙ3 所長は、

「いつまでそれをやっているんだ。あんたはもうやらなくて

もいい。」とＸ5 に言った。【甲１８３の１、②Ｘ5 ｐ１３～

１４、同ｐ４７～４８】  
   エ そしてＹ3 所長は、同行していた管理室の職員に、Ｘ5 と、

その場を通りかかった組合員Ｘ15 （以下「Ｘ15」という。）

の写真を撮らせた。【申立書、甲１８３の１、乙７１、②Ｘ5

ｐ１４】  
（ 13）平成２０年８月６日のＹ3 所長の組合員らに対する言動等

（争点４（４））  
   ア 平成２０年７月に入り、組合員から同年８月６日の有給休

暇の届出がされるようになった。  
     同年８月６日は、Ｘ16 訴訟の原告本人尋問の日であり、そ

の傍聴のため、多くの組合員が有給休暇を届け出たものであ

った。【甲１８１、乙４６】  
   イ 同年７月３０日、会社は、教習所職員に対し、同年８月６

日の有給休暇取得の届出が現時点で２９名から出されている

こと、今後の状況次第では、時季変更権を行使することもあ
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り得る旨を事務連絡と題する書面により通知した。【乙６、乙

５６】  
   ウ Ｙ3 所長は、有給休暇の届出を遅く出した順に１１名の職

員に対し、個別に休暇の日を変えるよう依頼を行ったが、そ

の１１名全員が依頼には応じなかった。【甲１８１、乙４６】 
   エ 同年８月５日、業務に支障を来すことを心配した組合の組

織部長であったＸ9     （以下「Ｘ9 」という。）及び同じく

教宣部長であったＸ6 が、有給休暇の届出の取消しを申し出

た。  
     また、同月６日当日、組合の労金対策委員であったＸ10 

  （以下「Ｘ10  」という。）が有給休暇の届出の取消しを申し  
出た。【甲１８１、乙４６】  

   オ 同月６日、Ｘ9 、Ｘ6 及びＸ10  （以下「Ｘ9 ら３名」と

いう。）が出勤しているのを見つけたＹ3 所長は、管理室職員

に対し、直ちに１階に降りてきて採証の準備をするよう指示

した。  
     Ｙ3 所長は、指導員室にいたＸ9 ら３名に、「君たちの休暇

取消しは認めていない。ここは職場である。休暇の者は外に

出なさい。」と何度か退去を命じたところ、Ｘ9 ら３名は指導

員室から退室した。  
Ｙ3 所長は、その後、教習所の敷地内に留まっていたＸ9

ら３名に対し、教習所の敷地の外へ退去するよう２～３度繰

り返し命じたうえ、「敷地内から退去しろ。退去しないなら警

察を呼ぶ。」と警告し、そのため、Ｘ9 ら３名は教習所の敷地

の外へ退去した。  
     この間、管理室職員はＹ3 所長の指示のもと、Ｘ9 ら３名

の写真を撮ったうえ、Ｘ9 ら３名に対して、帰らないと逮捕

される旨発言した。【甲８２ないし８４、甲１８１、乙４６】 
（14）平成２０年８月２０日の組合執行委員に対する戒告処分（争

点１（３））  
   ア 平成２０年６月４日午前、組合員であるＸ24  （以下「Ｘ

24」という。）は、Ｙ3 所長及び副管理者２名から、前日のシ

ミュレーター教習の際に、私物のノートパソコンを持ち込ん

で使用したとして事情聴取を受けた。  
     このことについて身に覚えのなかったＸ24 は、シミュレー
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ター教習の際、教室の外にいた管理室職員のＹ8 （以下「Ｙ   
8 」という。）及び同Ｙ9 （以下「Ｙ9 」という。）の２名が

Ｙ3 所長に通報したのではないかと推測した。【甲１８２】  
   イ 同日午後、教習所２階の廊下をＸ24 及びＸ25 （以下「Ｘ

25」という。）の２名が歩いていると、その前方から、Ｙ8 及

びＹ9 の２名が歩いてきた。上記アの件があったことから、

Ｘ24 がＹ8 及びＹ9 を睨み付けると、すれ違いざまにＹ9 が   
Ｘ24 に対して「文句があるなら言ってこい。」と言ってきた。

Ｘ24 も「このやろう。いつでも相手になるぞ。」と応じた。【甲

１８２】  
   ウ その場を通りかかった組合副支部長Ｘ4  (以下「Ｘ4 」

という。 )は、「お前ら何やってんだよ。」と割って入った。  
     Ｘ24 から事情を聞いていたＸ4 は、Ｙ8 及びＹ9 に対して、

「どういうつもりなんだ、お前ら。」と言ったところ、Ｙ8 が

所長を通して欲しい旨発言したので、Ｘ4 は、「ふざけるなよ、

てめえら」等と言った。  
     この時、隣接する教室で学科教習を行っていたＸ12  （以

下「Ｘ12」という。）は、廊下から話し声が聞こえてきたため、

教室を出て、静かにするよう求めた。【甲１３９、甲１８２、

第１回審問調書７０～７２頁Ｘ4     証言（以下「①Ｘ4 ｐ
７０～７２」の例により略記する。）、乙４６】  

   エ 同月５日、Ｘ4 は副管理者２名から事情聴取を受けた。  
     また、同月６日には、Ｘ24 が副管理者２名から、さらに同

月１１日には、Ｘ12 が管理室職員からそれぞれ事情聴取を受

けた。【甲１８２】  
   オ 同年８月２０日の朝礼において、Ｘ4 は、同年６月４日に

教習所２階の第３教室前の廊下において大声を出したとし

て、これが規則第７７条（１２）「風紀をみだす行為があった

とき」、同（１７）「同僚～に対し暴行、脅迫またはこれに準

ずる～行為をしたとき」及び同（２４）「その他前各号に準ず

る行為があったとき」に該当するとして、戒告処分に付する

旨の同年８月４日付け懲戒処分通知書を渡された。  
     なお、同年６月４日に教習所２階の廊下にＸ4 といっしょ

にいたＹ8 、Ｙ9 、Ｘ24、Ｘ25 の４名は処分されなかった。

【甲１３０、甲１８２、①Ｘ4 ｐ７３、③Ｙ3 ｐ８３】  
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（15）平成２０年９月に組合員に最終送迎バスの運転をさせなかっ

たこと（争点１（４））  
ア 会社は、平成２０年６月ごろから、教習生の減少に伴う経

費節減のため、これまで教習所の職員が行ってきた最終送迎

バスの運行を外部業者に委託 (以下「外注化」という。 )する

旨の検討を行っていた。【乙４７の２】  
   イ 同年８月２０日の朝礼において、会社は、最終送迎バスの

運行を同年９月以降外注化すること、そのため、同年９月２

日以降に最終送迎バスの運転担当になっていた者は運転を行

う必要がない旨、職員に対して告げた。  
     なお、同年９月の最終送迎バスの運転担当は、同年８月１

２日に所長決裁を経て決定していた。【甲１４１、乙４６、乙

４７の２】  
   ウ 同月２５日、組合は会社に対して「送迎バスに関する申し

入れ」と題する文書により、最終送迎バスの外注化に係る労

使協議を直ちに行うこと、労使協議を拒否し一方的に組合員

の送迎バス運転を廃止した場合はしかるべき抗議行動を実施

せざるを得ない旨通知した。【乙８、乙７３】  
   エ 同年９月 1 日、会社は上記申し入れを受け、同年９月３日

の団体交渉において最終送迎バスについての協議を行うこ

と、及び協議を行うまでは外注化を延期することを決定し、

組合に回答した。【乙９、会社最終陳述書】  
   オ 同月２日の最終送迎バスの運転について、会社は同年８月

１２日に決定していた担当者にではなく、組合員以外の者に

行わせた。  
     その結果、同年８月１２日に運転担当者に決定していた組

合員Ｘ11   、同Ｘ12、同Ｘ9 、同Ｘ13    、同Ｘ3   及び

同Ｘ14  （以下「Ｘ11 ら６名」という。）は、残業及び乗車

に係る手当を受け取ることができなかった。【甲１４１、甲１

８１、乙４６、乙４７の２、①Ｘ1 ｐ３１】  
   カ 同年９月３日に行った団体交渉において、最終送迎バスの

外注化についての交渉が決裂したため、会社は同月４日から

外注化を開始した。【会社最終陳述書】  
 
第４ 判断  
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  １ 組合と会社の労使関係 

    個々の争点について検討するに先立ち、組合結成から、本件

申立てまでの間の労使関係について概観する。 

 （１）組合結成と職場協議会  
組合は、平成７年に市川中央自動車教習所労働組合として結

成された。（第３－２－（１）－ア）  
組合と会社とは、平成１５年頃から、職場協議会を毎月１回

開催し、教習所の管理者（所長）及び副管理者と組合の三役等

が、勤務体制や職場環境の改善、業績向上等について、協議を

行っていた。（同－イ）  
 （２）Ｘ16    に対する降格処分と組合の東自教への加盟  

平成１９年８月に、会社が、Ｘ16      に対して３階級の降

格処分を行うと（同－ウ）、組合は会社に対して処分撤回を求め

る団体交渉を要求し、同年８月から９月にかけて、３度に渡る

団体交渉が行われた。しかし、会社はＸ16      の処分撤回に

は応じなかった。（同－エ）  
組合と会社とが、Ｘ16     の処分を巡って対立を深める中、

組合は東自教へ加盟し、同年１０月６日にその旨を会社へ通知

した。（同－オ）  
同月１１日には、Ｘ16 訴訟が提起された。（同－カ）  

 （３）Ｙ3 所長の就任と職場協議会の廃止  
平成１９年１０月１０日、Ｙ3 所長が就任した。（第３－２－

（２）－ア）  
同月１８日、Ｙ3 所長就任後初めての職場協議会が開催され

たが、Ｙ3 所長は、会議の途中で退席した。その後、組合は、

繰り返し書面や口頭で、会社及びＹ3 所長に対して職場協議会

の開催を要求したが、書面による回答はなく、Ｙ3 所長は「必

要ない。」、「やらない。」と答えるのみであり、職場協議会が開

催されることはなかった。（同イないしエ）  
 （４）団体交渉を巡る組合と会社の対立  

平成１９年１１月以降、会社は組合に対して、団体交渉の出

席者を労使各３名とすること、団体交渉の時間中の賃金は支給

しないこと等を通告した。組合はそれに対して反発し、団体交

渉のルール等を巡り双方の意見が対立することとなった。（第３

－２－（３）－アないしウ）  
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翌２０年３月には、当委員会において組合の申請による労働

争議のあっせんが行われたが不調に終わった。（同－エ）  
その後、組合は会社に対して、同年４月２２日、同月２３日

及び同年５月１３日付けで団体交渉を申し入れたが、団体交渉

は行われず、会社は、組合からの要求事項に対して同月１５日

付けの書面により回答するのみであった。  
なお、回答書は会社の代理人弁護士名で発せられ、以後会社

への連絡は代理人弁護士を通して行うこととなった。（同－カ） 
その後、同年７月、当委員会において、会社申請による労働

争議のあっせんが行われ、団体交渉のルールについて今後別途

協議する旨のあっせん案が受諾された。（同－キ）  
 （５）争点に係る事実経過  

・ 平成２０年４月、Ｙ3 所長は、Ｘ6 を第一種普通自動車技

能検定員に選任しなかった。（第３－２－（５）－ウないしオ） 
・ 同月１６日、Ｙ2 課長が、Ｘ5 宅を訪問した。（同－（６）

－ウないしカ）  
・ 同月２８日、会社は、Ｘ1  、Ｘ2  及びＸ3   の３名に対

して出勤停止１日の懲戒処分を行った。（同－（７）－キない

しケ）  
・ 同年５月８日、会社は所長直属の部署として管理室を設置

し、新たに職員５名を配置した。（同－（９）－ア、イ）  
・ 同年５月１１日午前８時ごろ、Ｙ3 所長に組合の通告書及

び質問書を提出するため所長室に入室したＸ1 らに対し、Ｙ  
3 所長は所長室からの退去を命じるとともに、管理室の職員

をしてＸ1 らの写真を撮らせた。（同－（１０）－ア、イ）  
・ 同年５月２３日、教務第一課長代理が、Ｘ7 に係る第一種

普通自動車教習みきわめ教養及びＸ8 に係る大型自動二輪車

教習みきわめ教養の計画を作成し、Ｙ3 所長に提出したが、

Ｙ3 所長は決裁しなかった。（同－（１１）－イ、ウ）  
・ 同年８月６日、有給休暇の取消しを申し出て出勤したＸ9

ら３名に対して、Ｙ3 所長は、教習所敷地内からの退去を命

じ、退去しない場合は警察に通報する旨警告し、管理室職員

をして、Ｘ9 ら３名の写真を撮らせた。（同－（１３）－エ、

オ）  
・ 同年８月２０日、会社はＸ4 に対して戒告処分を行った。
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（同－（１４）－オ）  
・ 同年９月２日、会社は、組合員に最終送迎バスの運転をさ

せなかった。（同－（１５）－オ）  
 （６）本件申立ての背景について  

以上のとおり、組合が結成されてから、平成１９年８月に会

社がＸ16    に対して３階級の降格処分を行うまでは、労使間

における紛争ないし紛争に至るような問題は特段生じていなか

った。  
ところが、Ｘ16  の処分以降、組合と会社は、Ｘ16    に対

する処分の撤回、職場協議会の開催、団体交渉ルール等を巡っ

て対立を深めるようになった。  
そして、平成２０年３月、組合申請のあっせんが不調に終わ

ると、同年５月には、会社は組合との交渉を代理人弁護士に委

ねるなど、組合と会社との信頼関係が失われていくとともに、

組合と会社との間の紛争が具体的な形となって現れてきたこと

が認められる。そして、このような組合と会社との対立を背景

として、組合が本件申立てを行ったものと見ることができる。  
なお、同年７月に当委員会において、あっせん案が受諾され

たものの、その後も、組合と会社との対立は続いており、労使

関係改善の状況は見られない。  
      

 ２ 争点１（１）（教習所管理者である所長が、Ｘ6 を第一種普通

自動車技能検定員に、Ｘ7 を第一種普通自動車教習みきわめ員

に、Ｘ8 を大型自動二輪車教習みきわめ員にそれぞれ選任しな

かったことは、組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する

支配介入にあたるか。）について  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）組合の執行委員であるＸ6 は、技能検定員審査に合格し、

審査合格後の教養を受け、いつでも技能検定員に選任され

る状態になったにもかかわらず、Ｙ3 所長はＸ6 を技能検

定員に選任しなかった。その理由についてＹ3 所長は、「所

長の権限」、「教習水準の向上」と言うだけで具体的な理由

は言わなかった。教習所開所以来、技能検定員審査に合格

して、教養も終わっているのに、技能検定員に選任されな
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かったのはＸ6 の他にはいなかった。  
      また、Ｙ3 所長は、組合の執行委員であるＸ7 及び組合

員であり組合活動に熱心だったＸ8 について、それぞれ第

一種普通自動車教習及び大型自動二輪車教習に係るみきわ

め教養の受講を認めなかった。その理由として、Ｙ3 所長

は、「教習水準の維持向上のためだ」と言うだけで、何ら具

体的な指導があるわけではなかった。  
      みきわめができる段階に至った指導員で、みきわめ教養

の受講が認められなかったのは、Ｘ7 及びＸ8 の他にはい

なかった。  
   （イ）会社は、上記３名を選任しない理由として、技能検定員

及びみきわめ員の人員は十分に足りていると主張するが、

Ｘ23  指導員について、人数が足りていても技能検定員

に選任していることから、その主張は不合理である。  
      また、会社は、Ｘ6 及びＸ8 は、非組合員である同僚か

ら、いじめの問題で訴訟を提起され被告の立場であるため

技能検定員に選任しなかった、あるいはみきわめ教養の受

講を認めなかった旨主張するが、この両名が訴訟を起こさ

れ被告になったのは平成２０年１０月のことであるから、

同年４月ごろに、技能検定員に選任しない、あるいはみき

わめ教養の受講を認めない理由にはならない。  
   （ウ）Ｘ6 は、技能検定業務ができればその経験を活かしてさ

らなる教習水準の向上を図ることができるところ、技能検

定員に選任されないためにそれが叶わない。これは日々の

教習の中で、その教習能力を高めていくという業務に従事

する指導員にとって大きな損失である。  
      Ｘ7 及びＸ8 においても、みきわめ員に任命されれば、

技能教習においてみきわめ教習業務を行うことができるよ

うになり、教習生の運転レベルを観察する立場になること

によって、より充実した業務を行うことができるところ、

みきわめ員に選任されないためにそれが叶わない。これは

自己の職業に誇りを持ち、教習水準の維持向上を図り、よ

りよい教習業務を行いたいというＸ7 及びＸ8 に対して精

神的苦痛を強いるものである。  
   （エ）Ｘ6 、Ｘ7 及びＸ8 に対して合理的な根拠もなく技能検
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定員に選任しない、若しくはみきわめ教養の受講を認めな

い行為は、組合の執行委員もしくは組合活動に熱心である

ことの故をもって不利益な取扱いをしたものであり、組合

を弱体化させる行為でもある。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）技能検定員及びみきわめ員の選任については、道路交通

法上、指定自動車教習所の管理者（所長）にその選任権が

認められており、これは管理者の専権に属する事項である

から、会社において、介入、変更することができない。  
   （イ）教習所における技能検定員及びみきわめ員の人員は、普

通自動車の技能検定員、同みきわめ員及び大型自動二輪車

のみきわめ員ともに十分に存在しているため、Ｙ3 所長は、

新たに追加する必要はないとの判断の下、選任を行わなか

ったものである。  
      また、Ｘ6 及びＸ8 は、教習所職員に対するいじめ行為

により、職員をうつ病に至らしめたとして、訴訟を提起さ

れており、教習所内において企業秩序を乱す行為を行って

いた。  
   （ウ）技能検定員及びみきわめ員の選任は、教習所内における

配置、業務指示の問題であり、これらの業務を行わないこ

とによる賃金等の労働条件における不利益は存在しない。  
      この点について、組合は、みきわめ業務を行うことで教

習生の運転レベルを観察する立場になり、より充実した業

務を行うことができること及び技能検定業務を行うことで

その経験を活かしさらなる教習水準の向上を図ることがで

きると主張する。そして、そのことを前提に、このような

教習水準の維持向上を図ることができなくなることが精神

的苦痛、損失に当たると主張する。  
      しかし、教習生の運転レベルを観察するということは、

通常の技能教習において当然に行うべきことであり、それ

はみきわめや技能検定時だけに限られるものではなく、教

習水準の維持向上とみきわめ員及び技能検定員の選任とは

何ら関係はない。そのため、組合のいう精神的苦痛、損失

という主張はその前提が異なる。  
   （エ）以上、Ｘ6 を技能検定員に選任しないこと、並びにＸ7



 

 - 26 -

及びＸ8 にみきわめ教養の受講を認めないことは、組合員

に対する不利益取扱いにも、組合に対する支配介入にも当

たらない。  
 （２）当委員会の判断  

ア Ｘ6 、Ｘ7 及びＸ8 に対するＹ3 所長の姿勢  
     Ｙ3 所長は、組合の教宣部長であったＸ6 を第一種普通自

動車技能検定員に選任せず、選任されるための指導を求める、

Ｘ6 の上司からの上申書を受け取らなかったこと、技能検定

員審査に合格し、教習所の事後教養を受講した者で技能検定

員に選任されなかったのはＸ6 の他にはいなかったことが認

められる。（第３－２－（５）－ウないしオ）  
  また、Ｙ3 所長は、組合の財政部長であったＸ7 及び組合

員Ｘ8 について、それぞれ、第一種普通自動車教習みきわめ

教養及び大型自動二輪車教習みきわめ教養計画が教務第一課

長代理から提出されたのにこれを決裁せず、両人の受講を認

めなかったこと、これらみきわめ教養の受講ができずにみき

わめ員に選任されなかったのは、Ｘ7 及びＸ8 の他にはいな

かったことが認められる。（同－（１１）－イないしエ）  
イ Ｘ6 、Ｘ7 及びＸ8（以下「Ｘ6 ら」という。）を技能検定

員等に選任しない理由に合理性はあるか  
 会社は、Ｘ6 らを技能検定員等に選任しない理由として、

技能検定員及びみきわめ員の人員は十分に足りていること、

また、Ｘ6 及びＸ8 についてはこれに加えて、教習所職員に

対するいじめ行為により訴訟を提起されていることの２点を

挙げている。  
まず、技能検定員等の人員について、Ｙ3 所長はその陳述

書（乙４６）において、普通車の技能検定員は２７名、普通

車のみきわめ員は４０名、大型自動二輪車のみきわめ員は２

７名おり、十分足りている旨述べている。  
しかし、第一種普通自動車技能検定員に関して、Ｘ6 を選

任しない一方で、Ｘ23  を平成２１年１月２７日に選任し

ている。（第３－２－（５）－カ）  
そうすると、人員が十分に足りているという理由には疑問

を持たざるを得ない。  
     また、そもそも、職員間で民事訴訟中であることは、技能
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検定員等に選任しない理由としては成り立たないうえ、Ｘ6 

及びＸ8 に対して訴訟が提起されたのは、平成２０年１０月

１日であり（乙７７の１）、同年の４月ないし５月（第３－２

－（５）－ウ及びエ、同－（１１）－イ）の時点では、両名

に対する訴訟は提起されていないから、これが理由にはなり

得ない。  
以上、会社が主張するＸ6 らを技能検定員等に選任しない

理由は、いずれも合理的であるとは言い難い。  
ウ 技能検定員等に選任されないことによる不利益  

 会社は、技能検定員及びみきわめ員に選任されないからと

いって、賃金等労働条件における不利益は存在しない旨主張

する。  
  しかし、法第７条第１号が定める不利益取扱いには、賃金

等の経済的待遇のみならず広く精神的待遇についての不利益

取扱いをも含むものと解される。  
技能検定員及びみきわめ員に選任されなければ、技能検定

及びみきわめ業務を実施することはできない。また、みきわ

め員について、Ｘ5 は、「指導員になったということは、やは

りこのみきわめまでをして初めて指導員として認められると

私は思いますので、みきわめができないということは、まだ

指導員としては一人前ではないというふうに思います」（②Ｘ

5 ｐ１２）と証言している。  
すなわち、自己の職業に誇りを持ち、教習水準の向上を図

り、よりよい教習業務を行いたいとの希望を持つ教習所の指

導員にとって、合理的な理由も示されないまま技能検定員及

びみきわめ員に選任されないということが、精神的な苦痛を

強いるものであるという組合の主張は首肯できるものであ

る。  
エ 組合と会社間の労使関係と会社の不当労働行為意思  
  当委員会が認定した事実によれば、平成１９年８月のＸ16 

に対する３階級降格処分以降、組合と会社とは、急速に対立  
を深めつつあった。  

  平成２０年３月に、組合申請によるあっせんが打ち切りと

なり、その後は、会社が組合のビラを剥がしたことを発端と

する管理職による組合員の自宅訪問とこれに対する組合の抗
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議活動、組合員の朝礼における行動に対する懲戒処分、管理

室の設置、管理室職員による組合員の写真撮影などが相次い

で行われ、これらに対して、組合も、さらに反発を強めてい

る状況であった。  
 すなわち、Ｘ6 らが技能検定員等に選任されなかった同年

４月から５月ごろは、上記のとおり、組合と会社との対立が

深まるなか、会社は組合及び組合員への態度を硬化し、組合

もそれに対抗する活動をするなど、それまでの労使の対立が、

まさに具体的な紛争の形となって現れてきた時期であったと

いえる。  
 その渦中において、Ｙ3 所長が、合理的な理由もなく、Ｘ  
6 らの上司から提出された上申書や教養の計画を一顧だにせ

ず、Ｘ6 らを技能検定員等に選任しなかったのは、組合と会

社との労使関係が悪化するなかで、組合員に対して不利益な

取扱いをすることにより、組合を牽制しようとする意図、す

なわち不当労働行為意思があったものと考えるほかない。  
オ 使用者としての会社の責任等  

会社は、技能検定員及びみきわめ員の選任については、道

路交通法上、教習所の管理者である所長に選任権、すなわち

選任に当たっての裁量権が認められていること、したがって

会社が、これらの選任について介入・変更することができな

い旨主張する。  
しかしながら、技能検定員等の選任については、管理者の

裁量が認められているとしても、管理者が特定の職員に対し

て技能検定員等への選任を行わないことが不当労働行為に該

当するのであれば、会社は、使用者としてそのような状態を

放置することは許されず、是正のための措置をとらなければ

ならないのである。  
 そして、技能検定員等に選任しないことが組合員であるが

故をもってなされたと認められる場合には、不当労働行為が

成立することはいうまでもない。  
カ 不当労働行為の成否  

以上、Ｘ6 を技能検定員に、Ｘ7 を第一種普通自動車教習

みきわめ員に、Ｘ8 を大型自動二輪車教習みきわめ員に、そ

れぞれ選任しなかったことは、いずれも法第７条第１号及び
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第３号に該当するものと判断する。  
 

３ 争点１（２）（平成２０年４月２８日、Ｘ1 、Ｘ2 及びＸ3    

に対して、それぞれ出勤停止１日の懲戒処分を行ったことは、組

合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入にあたる

か。）について  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）Ｘ1 に対する平成２０年４月２８日付け懲戒処分通知書

には、Ｘ1  が、Ｘ2 の戒告処分辞令を、「無理やりＹ3 の
上着のポケットに押し込んで返却した」とあるが、同人は、

Ｙ3 所長の上着の内ポケットに押し込んだのではなく、Ｙ  
3 所長の上着の襟から辞令を差し入れて、辞令を上着とワ

イシャツの間にはさまった状態にして離れたのである。だ

から一瞬のことで終わっており、Ｙ3 所長が抵抗する間も

なかったのである。  
      ところが会社はその程度のことをもって、しかも事情聴

取をすることもなく、上長に対して暴行、脅迫またはこれ

に準ずる行為があったとして、Ｘ1 を懲戒処分、しかも一

番軽い戒告より３段階も重い出勤停止にしているのであ

る。  
   （イ）Ｘ2   は、Ｘ1  に自分の辞令を渡しただけであるのに、

Ｘ2  に対して事情聴取もせずに、懲戒処分をしている。  
      仮にＸ2  が、Ｘ1  がＹ3 所長に対し辞令を返却しよう

としていたことについて承知していたとしても、Ｘ2   が
その返却の仕方についてまで詳細に打合せをしたとは考え

られないのに、「Ｙ3 が断った」場合には「無理やりＹ3 の

上着のポケットに押し込んで返却」することについてまで、

共謀したものとして懲戒処分をしているのである。  
   （ウ）このような処分をＸ1  及びＸ2  に対して行ったのは、

Ｘ1 及びＸ2  がそれぞれ組合の支部長及び副支部長であ

ることの故である。  
   （エ）また、同年４月１日の組織変更において主任心得に命ぜ

られたＸ3   が、同組織変更の不公平さに納得がいかず、

その辞令をＹ3 所長に丁重に返納したことについても、「辞
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令をつき返した」などという事実ではない理由をもって、

会社は同人を出勤停止１日の懲戒処分とした。  
      これは、非組合員を不合理に重用する組織変更に抗議し

た同人に対する報復であり、他の組合員に対するみせしめ

である。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）Ｘ1  とＸ2   に対する処分は、平成２０年４月４日の教

習所の朝礼におけるＹ3 所長に対する暴行を理由としたも

のである。すなわち、Ｘ2   の戒告処分辞令について、両

名の共謀のうえ、Ｘ1 において「こんな処分は受けられな

いので辞令を返還します。」と述べ、Ｙ3 所長が断ったにも

かかわらず、同辞令を無理やりＹ3 所長の上着のポケット

に押し込んで返却するという行為を行い、それが職場にお

ける風紀秩序を乱すものであったことによる。  
   （イ）Ｘ1 は、同辞令を無理やりＹ3 所長の上着ポケットに押

し込んで返却したのではなく、「上着のところに辞令を置か

せていただいた」などと述べ、この「置かせていただいた」

とする行為について、Ｘ1 は、スーツのジャケットの左胸

の襟のところに置いたと述べ、ジャケットの内側には入れ

ていないと述べる。  
      しかし、もしＸ1 が述べたとおり、辞令をスーツのジャ

ケットの左胸の襟のところに置いただけであるとすれば、

当然、辞令は床に落ちることになるが、実際には落ちなか

ったものである。  
      このことからしても、「置かせていただいた」とするＸ1

の陳述が虚偽であることは明らかである。  
      また、Ｘ1 は、Ｘ2  が同年１月２２日付けの戒告処分

辞令を受け取ってから、同年４月４日に至るまで、Ｙ3 所

長に返却しに行ったことはないとのことだが、敢えて朝礼

の場において返却を行う必要はなく、他の職員の目の前で

返却を行うこと自体、職場の風紀秩序を乱すものであると

いえる。  
   （ウ）この点について、Ｘ1 はＸ2  から辞令を受け取る際に、

何のために使用するものであるかは一切説明していないと

述べ、またＸ2   もＸ1  に貸す際に理由を聞かず、Ｙ3 所
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長に返却するためであることを知らなかった旨を述べる。  
      しかし、自らの懲戒処分について記載された辞令を理由

も分からずに他の者に預けるということはおよそ考え難い。 

      さらに、Ｙ3 所長はＸ2   の戒告処分辞令を会社の本社

に送付し、その結果、Ｘ1  からＸ2   には返却されなかっ

たものであるが、そのことについてＸ2   は不服を言うこ

ともなく、理由を質すこともなかったことからすれば、Ｘ2 

において、戒告処分辞令をＹ3 所長に返却することについ

て了解していたことは明らかである。 

      以上の点からすれば、Ｘ1 に戒告処分辞令を貸す際に理

由を聞かず、Ｙ3 所長に返却するためであることを知らな

かったというＸ2  の陳述、及びＸ2  から受け取る際に、

何のために使用するものであるかは一切説明していないと

いうＸ1 の陳述は信用できない。 

（エ）Ｘ3   に対する処分は、同日の朝礼の場でのＹ3 所長に

対する暴行を理由としたものである。すなわち、Ｘ3   は、

同人に対する辞令について、「私もこんな辞令は受けられな

いので返還します。」「私も人間なので心があります。受け

られません。」と述べ、Ｙ3 所長が断ったにも関わらず、同

辞令を無理やり、Ｙ3 所長の上着のポケットに押し込んで

返却する行為を行い、それが職場における風紀秩序を乱す

ものであったことによるものである。 

（オ）これらの懲戒処分はすべて、教習を妨害する行為、教習

所におけるルールに反する行為、あるいは企業秩序を乱す

行為について、企業秩序違反を理由として行ったものであ

る。そのため、組合員、非組合員を問わず、教習所の職員

がその対象となっていた。 

 （２）当委員会の判断  
ア Ｘ1 及びＸ2 に対する懲戒処分  
  Ｘ1 は、平成２０年４月４日の教習所の全体朝礼において、

Ｘ2   の戒告処分辞令をＹ3 所長の上着の襟付近に差し込ん

で返却したこと（以下「本件返却行為」という。）が、規則第

７７条（１７）及び（２４）に該当するとして、同月２８日、

出勤停止１日の懲戒処分（以下「Ｘ1 処分」という。）を受け

たものである。（第３－２－（７）－ウ、エ、キ）  
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     また、Ｘ2   は、Ｘ1 と共謀し、Ｘ1 をしてＹ3 所長に本

件返却行為をさせたことが、規則第７７条（１７）及び（２

４）に該当するとして、同月２８日、出勤停止１日の懲戒処

分（以下「Ｘ2   処分」という。）を受けたものである。（同

－ク）  
イ 会社が示すＸ1 処分の理由  

     Ｘ1 処分の辞令には、「Ｙ3 が断ったにもかかわらず、同辞

令の書面を無理やりＹ3 の上着のポケットに押し込んで返却

した」ことが、規則第７７条（１７）「上長～に対し暴行、脅

迫またはこれに準ずる～行為をしたとき」及び同（２４）「そ

の他前各号に準ずる行為があったとき」に該当する旨、処分

理由として記載されている。（同－キ）  
   ウ 本件返却行為は、Ｙ3 所長に対する暴行、脅迫またはこれ

に準ずる行為に該当するか  
そこでまず、本件返却行為が規則第７７条（１７）に定め

る「暴行、脅迫又はこれに準ずる行為」に該当するかどうか

検討する。  
     平成２０年４月４日午前８時１５分ごろ、教習所の全体朝

礼において、司会が「皆さんから何かありますか。」と言った

のを受け、Ｘ1 は、「はい。」と返事をして、Ｙ3 所長の前へ

行った。  
     Ｘ1 は、「このＸ2  の処分は間違いだったかもしれないの

で、Ｙ7 常務に確認してください。」と言って、Ｘ2  の戒告

処分辞令をＹ3 所長に手渡したところ、Ｙ3 所長は一旦受け

取った同辞令を目の前の机の上に置いたので、Ｘ1 が再度手

にとって、Ｙ3 所長の上着の左胸の襟の付近に差し込んだも

のである。（同－エ）  
     ところで、本件返却行為に対してＹ3 所長がとった対応に

ついてみると、Ｙ3 所長は、「余り突然のことなので、唖然と

してしまいました。何もとっさにできなかったというのが正

直なところであります。」（③Ｙ3 ｐ８２）と証言しており、

Ｘ1 を制止するような発言や回避するような行為はしていな

い。  
     Ｙ3 所長は、たとえば、同年５月１１日、組合の質問書及

び通告書を提出するため所長室に入室したＸ1 らに対して、
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話も聞かずに「退室しろ。」と命じ（第３－２－（１０）－イ）、

同月２４日、「コソコソ撮らないで皆がいるときに堂々と撮れ

ばいいじゃないですか。」とＸ5 から言われると、「私は所長

だぞ。コソコソなんかしない。お前は何で乗車しないんだ。」

などと即座に叱責しているのであり（第３－２－（１２）－

イ）、Ｙ3 所長が、上記辞令を上着の襟付近に差し込もうとす

るＸ1 に対し、これを制止又は回避するような対応をしてい

ないことからすると、本件返却行為が「暴行、脅迫またはこ

れに準ずる行為」と言えるほど暴力的・威圧的な態様であっ

たか極めて疑わしいものといわざるを得ない。  
  たしかに、本件返却行為は、他の職員が見ている全体朝礼

において、所長の上着の襟付近に辞令を差し込むなど、上司

に対しての礼を失するととられても仕方のない面があること

も否定できない。しかしながら、当時の組合と会社、あるい

は組合員とＹ3 所長の緊張関係のなかで、Ｘ1 の「私がＹ3

所長の所にお話に行くと、「席に着け」とか、・・・、「警告す

るぞ」とかいうふうに、一切取り扱ってもらえなかったとい

うことで、これは朝礼の場しかないということで、朝礼の場

でお話ししました。」（①Ｘ1 ｐ４４）との供述も、あながち

理解できないものではない。  
     本件返却行為が、会社が主張するような教習所の管理者た

る所長に対する「暴行、脅迫またはこれに準ずる行為」に当

たるのであれば、会社としては直ちに同人に対し事情や弁明

を聴取したうえで、すぐにも懲戒処分をするのが通常である

と考えられる。ところが、そのような手続が行われた形跡は

なく、Ｘ1 処分は本件返却行為から３週間あまり後に行われ

ている。  
     この点に関して、Ｙ3 所長は審査委員の質問に対して次の

ように供述している。  
     審査委員  「（懲戒の）手続規定というものが黒井産業で

定められていたのか。」  
     Ｙ3 所長  「その辺のところは確認しておりません。」  
     （第３回審問調書ｐ１３０）  
     審査委員  「あなたがだれか担当職員に命じて、弁解を

聞くというようなことは行ったの。」  
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     Ｙ3 所長  「私のほうは、調べた方とか、その方から報

告を受けているだけです。」  
     （同ｐ１３１）  

仮にも、「暴行、脅迫またはこれに準ずる行為」を受けた当

事者であり、かつ、教習所の管理者であるならば、懲戒の手

続規定の確認もせず、「調べた方とか、その方から報告を受け

ているだけ」という対応は、極めて不自然といわなければな

らない。  
第４－２－（２）－エでみたとおり、この時期は、組合と

会社との対立が深まるなか、会社は組合及び組合員への態度

を硬化し、組合もそれに対抗する活動をするなど、それまで

の労使の対立が、まさに具体的な紛争の形となって現れてき

た時期である。特に、本件返却行為があった同年４月４日以

降は、同年３月２９日に組合のビラを剥がしたＹ2 課長が、

同年４月４日の団体交渉の席上で、組合から激しく抗議を受

け、同月９日には、同月１日付け組織変更に対して組合が不

当労働行為であるとして撤回を要求し、同月１６日には、Ｙ2 

課長がＸ5  宅を訪れ、翌１７日には、組合がＹ2  課長を非

難するビラを掲示し、翌々１８日には、緊急申入書により組

合がＹ2 課長を弾劾し、処分・謝罪を求めるなど、組合と会

社との対立がエスカレートしている。  
そうすると会社は、当初は問題視していなかった本件返却

行為を敢えて規則第７７条（１７）に結び付け、活動を活発

化させる組合に対する一種の報復措置として、Ｘ1 処分を行

ったとみるのが相当であり、本件返却行為は、「暴行、脅迫ま

たはこれに準ずる行為」に当たるような暴力的、威圧的な態

様ではなかったと認められる。  
エ 本件返却行為は、規則第７７条（２４）に該当するか  
  なお、本件返却行為が、同条（２４）「前各号に準ずる行為」

に該当するかどうかについてであるが、そもそも本号は、規

則第７７条の（１）ないし（２３）に掲げられた行為に「準

ずる行為」であっても処分事由とする旨の定めであるから、

号自体に「これに準ずる行為をしたとき」と規定されている

（１７）は「前各号」から除外されているものと考えられる。 
  そうすると、処分理由として本号を挙げる場合には、（１７）
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を除いたいずれかの号に準ずるものであるかを明示しなけれ

ばならないところ、甲１２５号証によれば、（２４）以外には

（１７）しか掲げられておらず、他にどの号の記載もない。

すなわち、（１７）と（２４）とは、重畳的に理由として挙げ

られているにすぎず、本件返却行為が（１７）とは別に（２

４）に該当するかどうかの判断は必要ないことになる。  
オ 本件返却行為は、職場の風紀秩序を害する行為に当たるか  
  会社は、「職場の風紀秩序を害した」ことをも処分理由とし

て主張するもののようである。  
  処分理由の差し替えあるいは追加が許されるかどうかは後

に触れるとして、とりあえず会社が主張する「風紀秩序を害

する行為」が、規則第７７条のいずれの号に該当するか検討

するに、（１２）「校内で許可なく飲酒又は酩酊して、校内に

出入りすること。風紀をみだす行為があったとき」及び（２

１）「セクシュアルハラスメントの問題により会社又は事業所

の秩序を乱し、またそのおそれのあるとき」がこれに当たる

ものと思われ、他にはない。  
  （１２）は校内における飲酒又は酩酊を例示してこれに類

する「風紀をみだす行為」を掲げているものと解されるとこ

ろ、本件返却行為は上司に対する礼を失する面は否定できな

いものの、飲酒又は酩酊に類する行為（いわゆる破廉恥行為）

であると認めることはできない。  
  また（２１）は、「セクシュアルハラスメントの問題により」

と明示されているものであるから、同号も該当しない。  
  よって、本件返却行為は、処分理由の差し替えあるいは追

加の可否に言及するまでもなく、規則第７７条（１）ないし

（２４）のいずれにも該当しないものである。  
カ Ｘ1 処分の不当労働行為性  
  すなわち、Ｘ1 処分は、組合に対する報復行為として、組

合支部長であるＸ1 に対して、懲戒処分という不利益な処分

を行い、組合を牽制しようとしたものと認めることができる。 
キ Ｘ2  処分の不当労働行為性  
  Ｘ2  は、自らの戒告処分辞令をＸ1 に貸したものであり、

自ら行為を行ったものではないが、Ｘ1 と共謀したとして、

Ｘ1 と同じく規則第７７条（１７）及び（２４）により、出



 

 - 36 -

勤停止１日の懲戒処分を受けたものである。  
     まず、上記ウで述べたとおり、本件返却行為はＹ3 所長に

対する「暴行、脅迫またはこれに準ずる行為」に当たるとは

認められない。  
     また、Ｙ3 所長は、「Ｘ2   氏の辞令を持ってＸ1 氏が私に

返した時点で、当然それは話し合いがあったと理解」し、Ｘ2 
に対して、何ら事情聴取することなく、当然共謀があったも

のとして（③Ｙ3 ｐ１１２～１１４）処分を行うなど、まず

処分ありきの姿勢が窺える。  
     そうすると、Ｘ2  処分は、Ｘ1 処分と同様、組合に対す

る会社の嫌悪感の表れとして、組合の副支部長であるＸ2   
に対して懲戒処分という不利益処分を行うことにより、組合

を牽制しようとしたものと推認することができる。  
ク Ｘ3   に対する懲戒処分  

     Ｘ3   については、平成２０年４月４日の教習所の全体朝

礼において、自らの同月１日付けの昇格辞令をＹ3 所長が断

ったにもかかわらず無理やり返却し、それが上長に対する暴

行、脅迫等に当たるとして、同月２８日付け出勤停止１日の

懲戒処分を受けたものである。（第３－２－（７）カ、ケ）  
ケ Ｘ3   の行為はＹ3 所長に対する暴行、脅迫またはこれに

準ずる行為に該当するか  
  Ｘ3   は、平成２０年４月４日、教習所の全体朝礼におい

て、Ｘ1  がＸ2   の戒告処分辞令をＹ3 所長の上着の襟付近

に差し込んだのに続き、Ｙ3 所長の前へ行き、自らの昇格辞

令を「これは受けられないです。」等と発言しながら、Ｙ3 所

長の上着の襟の付近に差し込んだものである。  
     Ｘ3   の行為は、Ｘ1 の行為に続いて行われたものである

が、Ｘ1 の場合と同様、Ｙ3 所長はその場では何ら制止や回

避する行為はしていない。また、朝礼終了後の状況について、

Ｘ1 は、Ｙ3 所長は２枚の辞令が上着に差し込まれた状態の

まま歩いていった（①Ｘ1 ｐ６３～６４）旨、証言している。 
     そうすると、Ｘ3   のＹ3 所長に対する行為は、Ｘ1 のそ

れと同様、会社が懲戒処分の理由とする「暴行、脅迫または

これに準ずる行為」と言えるほどのものであったか極めて疑

わしいといわざるを得ない。  



 

 - 37 -

   コ Ｘ3   に対する処分の不当労働行為性  
  したがって、Ｘ3   に対する懲戒処分は、Ｘ1 及びＸ2     

に対する懲戒処分と同じ目的で行われたものと認めるのが相

当である。  
  ただし、Ｘ3    の行為にも、他の職員が見ている全体朝礼

において、所長の上着の襟付近に辞令を差し込むなど、上司

に対しての礼を失するととられても仕方のない面があること

も否定できないことは、Ｘ1 について述べたのと同様である。 
サ 不当労働行為の成否  

     以上、会社が平成２０年４月２８日、Ｘ1 、Ｘ2  及びＸ3 

に対して、それぞれ出勤停止１日の懲戒処分を行ったことは、

法第７条第１号及び第３号に該当するものと判断する。  
 

４ 争点１（３）（平成２０年８月２０日、会社がＸ4 に対して戒

告処分を行ったことは、組合員に対する不利益取扱い及び組合に

対する支配介入にあたるか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
     会社は、平成２０年８月２０日、Ｘ4 に対して、「教習所の

学科教室前の廊下において、『テメーラ！ふざけるなよ！』『こ

のやろー』『いつでも相手になるぞ！』などと、管理室職員に

対して大声を上げた行為」をもって、戒告の懲戒処分とした

が、Ｘ4 は、通常の会話程度の音量でやりとりしており、「大

声」ではなかった。  
関係者は、Ｘ24、Ｙ8  、Ｙ9 そしてＸ4 だったのだが、Ｘ

4 のみが戒告処分されたのである。これは、組合の副支部長

である同人のみを差別して処分し、組合執行委員を中心とす

る組合活動に熱心な者たちを威嚇し、もって組合の弱体化を

図ろうとするものである。  
   イ 会社の主張の要旨  
     教習所職員のＹ8、Ｙ9 、Ｘ24 及びＸ25 の４名が教室の前

の廊下で話しをしていた際に、Ｘ4 が近づいてきて、大声で

「どういうつもりなんだ？おまえら！」「ふざけるなよ、てめ

えら！」「このやろー！」「いつでも相手になるぞ！」などと

声を上げたというものであり、また、大声をあげていたのは



 

 - 38 -

Ｘ4 だけであった。 

 この時は隣接する教室で学科教習の授業を行っていたので

あり、大声を上げることにより当然に学科教習の妨害となる。

そのため、職場内で大声を上げて、教習所の業務を妨害する

行為を行ったことに対して、懲戒処分を行ったものである。 

     この点について、組合は、通常の会話程度の音量でやり取

りしていたのであり、副支部長であったＸ4 だけを差別して

処分したものであると主張するとともに、当時学科教習を行

っていたＸ12 から、「大声が聞こえてきた訳ではなく、通常

会話程度の音量か僅かに大きい程度の声でした」「Ｘ4 指導員

だけが大声を出していたという事実はない」との陳述がなさ

れている。 

     しかし、「通常会話程度の音量か僅かに大きい程度の声」の

示す内容は別にしても、「廊下から話声が聞こえてきたため、

教室を出て静かにするよう求めました」とのことであり、廊

下からの話し声により学科教習の妨害となっていたことは明

らかである。 

 （２）当委員会の判断  
ア Ｘ4 に対する懲戒処分  
  Ｘ4 は、平成２０年６月４日に同人が教習所２階の第３教

室前の廊下において、「てめーら、ふざけるなよ」「このやろ

ー」「いつでも相手になるぞ」などと興奮した口調で大声を張

り上げたことが規則に違反するとして（甲１３０）、同年８月

２０日に戒告処分を受けた。  
また同年６月４日にＸ4 とその場に一緒にいたＹ8、Ｙ9、

Ｘ24 及びＸ25 の４名は処分されなかった。（第３－２－（１

４）－オ）  
イ Ｘ4 の懲戒事由について  

     組合は、Ｘ4 は通常の会話程度の音量でやりとりしており、

処分事由となった「大声」は出していなかったこと、また、

その場に居合わせた当事者であるＹ8、Ｙ9 、Ｘ24 及びＸ25

は何らの処分も受けず、Ｘ4 のみが処分を受けたことは、同

人が組合の副支部長であるが故の不利益取扱いであり、組合

に対する支配介入である旨主張する。  
     以下、この点について検討する。  
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     平成２０年６月４日の状況については、組合及び会社双方

の主張から、教習所２階第３教室前の廊下において、Ｙ8 、
Ｙ9、Ｘ24 及びＸ25 の４名が言い争っていたこと、その内容

は、Ｘ24 が前日のシミュレーター教習中に私物のノートパソ

コンを持ち込んで使用していたとしてＹ3 所長らから事情聴

取を受けたことに関するものであったこと、Ｙ8 ら４名が言

い争っているところへＸ4 が「お前ら何やってんだよ。」と割

って入ったこと、Ｘ4 が「どういうつもりなんだお前ら。」と

言ったところ、Ｙ8 が所長を通してほしい旨発言し、Ｘ4 が

「ふざけるなよ、てめえら。」と言ったことが認められる。（第

３－2－（１４）－イ、ウ）  
     身に覚えのないことをＹ8 及びＹ9 によって通報されたと

考えていたＸ24 と、Ｙ8 及びＹ9 との話し合いが、平穏に行

われていたということは考えにくい。発端は、Ｘ24 がＹ8 及

びＹ9 を睨み付け、Ｙ9 が「文句があるなら言ってこい。」と

言ったのに対し、Ｘ24 が「このやろう。いつでも相手になる

ぞ。」と応じたものであるから、「Ｘ24 指導員が掴みかからん

ばかりの勢いでＹ9 管理室員に詰め寄っていましたが、それ

を必死でＸ25      主任が止めていました。」（甲１８２）、

「（Ｘ24 は）顔が真っ赤になって、かなり怒っているように

見えました。」（①Ｘ4 ｐ７５）という状況であったとみるの

が自然である。  
 Ｘ4 はそこに割って入ったものであるが、当時学科教習を

行っていたＸ12 が、学科教習中であるから静かにするよう注

意をしていることとその場の状況から、興奮気味に会話がな

されていたものと考えられる。  
このような状況において、大声をあげていたのはＸ4 だけ

であったとする会社の主張は極めて不自然であり、Ｘ4 を含

めその場に居合わせた複数の者が、興奮気味に言い争ってい

たと考えるのが自然である。そうすると、仮にＸ4 の行為が

懲戒事由に該当するのであれば、その場に居合わせた他の者

についてもＸ4 同様懲戒事由があるということになる。  
   ウ Ｘ4 に対する処分の不当労働行為性  
     それにもかかわらず、会社が敢えて､Ｘ4 一人だけを戒告処

分とした目的は、会社がＸ4 の処分理由について、大声を張
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り上げたことの他は主張していない以上、組合と会社の対立

を背景に、会社が組合を牽制しようという意図のもと、Ｘ4

が組合の副支部長であるが故に、同人に対して不利益処分を

行い、もって組合活動を萎縮させることにあったものと推認

せざるを得ない。  
     ただし、「ふざけるなよ、てめえら」とのＸ4 の発言は、勤

務時間中かつ職場内の発言としてはいささか不適当であり、

風紀を乱すものであることも否定できない面はあるものの、

Ｘ4 の他にも「文句があるなら言ってこい。」、「このやろう、

いつでも相手になるぞ。」などの発言がなされているのであ

り、Ｘ4 だけが不適当な発言をしているのではないこと、会

社が主張するＸ4 の処分理由は、職場内で大声を上げて教習

所の業務を妨害する行為を行ったことであるから、先の判断

には影響しない。  
エ 不当労働行為の成否  

     以上、平成２０年８月２０日、Ｘ4 に対してなされた戒告

処分は、法第７条第１号及び第３号に該当するものと判断す

る。  
 

５ 争点１（４）（平成２０年９月、組合員に最終送迎バスの運転

をさせなかったことは、組合員に対する不利益取扱い及び組合に

対する支配介入にあたるか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）平成９年６月の団交において、就業時間後に運行する最

終送迎バスに関し、外注化するか、組合員が担当するかに

ついて話し合われ、会社側から、「組合員が担当して欲しい。

会社としてこの体制を変更したい時は、必ず組合に提案し、

同意を受けた上行う。」旨申し入れられ、組合もこれを承諾

し、以降、欠員を出すことのないよう組合は最終送迎バス

運行に協力してきた。  
      ところが、Ｙ3 所長は、平成２０年８月２０日の朝礼に

おいて、最終送迎バスを外注化する旨、一方的に職員に言

い渡した。  
   （イ）同年８月１２日には、既に翌９月の最終送迎バスの運転
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担当者は組合員らに決まっており、所長決裁を完了し、指

導員室に掲示され、周知されていたのであるから、同年９

月２日、職員に最終送迎バスを運転させるのであれば、そ

の運転担当者であるＸ11 ら６名に運転させるべきところ

であった。  
      しかし、会社は、同日、全員非組合員に運転させたため、

Ｘ11 ら６名はそれぞれ残業手当、乗車手当を受領できなか

った。 

   （ウ）会社は、意図的に組合員を排除してバス運転担当を決め

たことは明らかである。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）会社は、教習生の減少に伴う経費節減の必要性に基づき、

教習所の職員が行ってきた教習生の最終送迎バスの運行を

平成２０年９月から外注化すべく、同年６月頃から検討・

準備を行っていた。 

      その前提で、同年８月２０日の朝礼において、教習所職

員に対して、同年９月以降、最終送迎バスの運行を外注化

すること、その為、同年９月２日以降（なお同月１日は定

休日であった）に最終送迎バスの運転担当になっていた者

は、運転を行う必要がないことを通知した。 

      それに対して同年８月２５日に、組合から事前協議の申

し入れがなされたことを受け、外注化を開始する前に組合

との協議を行うこと及び協議を行うまでは外注化を延期す

ることを決定し、組合に対して、送迎バス外注化に関する

協議の申し入れを行った。 

      しかし、同月２０日の時点ですでに当初予定していた運

転担当については運転を行う必要がないことを指示してお

り、また送迎バス外注化を延期し組合との協議を行うとの

対応を急きょ決定したため、同年９月２日において、送迎

バスを運行する担当者が決定していなかった。 

また、直前に組合から提出された申入書では、「組合とし

ても、しかるべき抗議活動を実施せざるを得ません」など

と、ストライキ等の活動を示唆する記載がなされていた。 

万が一組合員らによるストライキがなされた場合、最終

送迎バスの運行がなされないことになり、その場合教習生
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からのクレームに至る可能性もあった。 

そのために、ストライキにより最終送迎バスの運行がな

されない事態を回避すべく副管理者等の役職者を中心とし

た組合員以外の職員に対して、急遽の対応として運行を依

頼し、最終送迎バスの運行を行ったものである。 

また、当初運転担当だった組合員らが残業手当、乗車手

当を受領できなかったが、そもそも時間外労働は、三六協

定の存在を前提に、使用者による時間外労働命令があって

発生するものである。よって、時間外労働命令を行わない

ことが、不利益を与えることに該当するわけではない。 

   （イ）組合は、平成９年６月の団体交渉において、会社が「組

合員が担当してほしい。会社としてこの体制を変更したい

時は、必ず組合員に提案し、同意を受けた上行う」との申

し入れがあったと主張するが、このような事実はない。 

最終送迎バスの運行は、組合員、非組合員を問わず、教

習所の指導員によりなされてきたものであり、組合員だけ

に運行を依頼した事実はなかった。 

 （２）当委員会の判断  
ア 最終送迎バス外注化に係る経緯  

     このことについて、以下の事実が認められる。  
    ・ 会社は平成２０年６月ごろから、これまで教習所の職員

が行ってきた最終送迎バスの運行を外注化する旨を検討し

ていた。（第３－２－（１５）－ア）  
・ 同年８月２０日、会社は、同年９月以降、最終送迎バス

の運行を外注化すること、そのため、同年９月２日以降に

最終送迎バスの運転担当になっていた者は運転を行う必要

がない旨、職員に対して告げた。（同－イ）  
・ 同年９月の最終送迎バスの運転担当者は、同年８月１２

日に決定されていた。（同－イ）  
・ 同年８月２５日、組合は最終送迎バスの外注化に係る労

使協議を行うこと及び労使協議を拒否し一方的に組合員の

送迎バス運転を廃止した場合はしかるべき抗議行動を実施

せざるを得ないことを書面により会社に申し入れた。（同－

ウ）  
・ 会社は、同年９月１日付けで、同月３日の団体交渉にお
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いて最終送迎バスについての協議を行うこと及び協議を行

うまでは外注化を延期する旨、組合に回答した。（同－エ） 
・ 同月２日の最終送迎バスについて、会社は、同年８月１

２日に決定していたＸ11 ら６名ではなく、組合員以外の者

に運転させた。（同－オ） 

・ その結果、Ｘ11 ら６名は、バスの運転によって受け取れ

るはずであった残業及び乗車に係る手当てを受領できなか

った。（同－オ）  
イ 平成２０年９月２日の最終送迎バスの運転担当から組合員

を除外したことに対する会社の主張に、合理的な理由はある

か  
     組合は、平成２０年９月２日の最終送迎バスの運行は、同

年８月１２日に決定していた運転担当者に運転させるのが筋

であるのに、組合員以外の者に運転させており、このことは

組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当

たると主張する。  
     一方、会社は、同年８月２０日の時点ですでに当初予定し

ていた運転担当については運転を行う必要がない旨指示して

いたことから、新たに運転担当を決定する必要があったこと、

また、直前に組合から提出された申入書には、ストライキ等

の活動を示唆する旨の記載がなされていたため、組合員らの

ストライキにより最終送迎バスが運行されない事態を回避す

べく、役職者を中心とした組合員以外の職員に対し運行を依

頼した旨主張する。  
しかし、同年８月２５日付け組合からの「送迎バスに関す

る申し入れ」によれば、「労使協議を拒否され、一方的に組合

員の送迎バス運転を廃止された場合は、組合としてしかるべ

き抗議行動を実施せざるを得ません・・・」（乙８）とあり、

会社はこれを受けて、同年９月１日付け回答書（乙９）によ

り、同月３日の団体交渉において最終送迎バスに関する労使

協議を行うこと、及び労使協議を行うまでは外注化を延期す

る旨決定し、組合に通知しているのであるから（第３－２－

（１５）－ウ、エ）、労使協議の実施前である同月２日に、組

合がストライキ等を実施するとは考えにくい。  
また、会社が外注化を延期した以上、同月２日の最終送迎
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バスは、同年８月１２日に決定していた「９月分送迎担当表」

に基づき運転を担当させるのが相当であったと考えられる。

仮に、会社が主張するように、同年８月２０日の段階で当初

予定していた運転担当については運転を行う必要がない旨指

示していたため、最終送迎バスの運転担当者を新たに決定す

る必要があったとしても、上記のとおり、組合がストライキ

を行う蓋然性は極めて低いのであるから、組合員を殊更除外

しなければならないような事情があったとは認められない。  
     したがって、同年９月２日の最終送迎バスの運転担当から

組合員を除外したことに対する会社の主張に、合理的な理由

を認めることはできない。  
   ウ 最終送迎バス外注化を巡る会社の対応とその不当労働行為

性  
     それにもかかわらず、会社は、敢えて組合員以外の職員に

対して運行を依頼し、組合員を除外しているのであり、何故

そのようにしたのか疑念を払拭することができない。  
     最終送迎バスの運転を担当した職員には、残業手当及び乗

務手当が支給されていたことが認められるから、最終送迎バ

スの外注化は、職員にとってまさに重大な労働条件の変更に

あたるものといえる。  
     職員に周知された同年８月２０日は、外注化開始予定日の

約１０日前であり、しかもその時にはすでに同年９月の運転

担当者は決まっていたものである。しかも、その運転担当者

が決まったのは同年８月１２日であるから、会社は運転担当

者を決めてから１０日足らずのうちに、外注化する旨を職員

に告げたということになる。  
     さらに、同年９月３日に予定どおり労使協議が開かれたも

のの、その１回の協議をもって外注化に関する協議は決裂し、

翌４日には、会社は外注化を開始している。  
     この間、労使協議とは別に、会社が職員に対して外注化に

かかる説明を行ったとの疎明はなく、会社には、最終送迎バ

ス外注化について、組合ないし職員に対して、事前に必要な

説明をする意思があったのか極めて疑わしい。  
     そうすると、会社が、最終送迎バスの外注化について組合

への説明もないまま、同月２日の最終送迎バスの運転担当か
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ら合理的な理由もなしに組合員を除外したのは、組合と会社

とが対立を深めていた当時の状況のもと、組合活動を牽制し

ようとの会社の意図があったものと推認せざるを得ない。  
     すなわち、組合員から、残業手当及び乗務手当を受給する

機会を敢えて奪い、組合員に経済的な打撃を与えその活動を

萎縮させることにより、外注化に反対した組合に対する報復

を企図したものであったとみるのが相当である。  
エ 不当労働行為の成否  
  以上、平成２０年９月２日、Ｘ11 ら６名に最終送迎バスを

運転させなかったことは、法第７条第１号及び第３号に該当

するものと判断する。  
 

６ 争点２（平成２０年４月１日付け教習所の組織変更は、組合員

の降格を目的に行われたものか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
（ア）会社は、平成１９年１１月に教習所の職場組織を変更し

たが、それからわずか５か月後の平成２０年４月に「マン

ネリ化の防止」という理由で再び組織変更を行った。  
      この組織変更は、適材適所は二の次三の次で、組合執行

委員を中心とする組合活動に熱心な者は責任部署から外

し教習所の運営に関わる部署には関わらせないなど事実

上の降格とし、差別的な人事を如実に表すものである。 

他方で、管理者、副管理者（病気のため、一時的に副管

理者を退いた者も含む）を除くと職場に４人しかいない非

組合員のうち、Ｘ20    、Ｘ21  、Ｘ22    の３人が昇格

し、教習生からセクハラ行為の指摘を受けたＸ26    （以

下「Ｘ26」という。）は責任者となっている。 

このような露骨な非組合員優遇は、組合員の組合脱退に

つながりかねないものである。 

   （イ）会社は、組織変更の目的をマンネリ化の防止としか説明

しなかったが、決して経営・業務の改善が目的ではなかっ

たことは、①高齢者講習の資格を有しない指導員を高齢者

講習の担当に配置するというでたらめな内容であったこと、

②営業企画課主任心得に配置された組合員Ｘ19 は、当然に
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必要である前担当者からの業務引継を求めたにもかかわら

ず、合理的理由もないままＹ3 所長がこれを拒否し、結果

として同組合員に多大な精神的負担を与えて抑うつ状態に

させ長期休暇に追い込んだこと等の事実から明らかである。 
   （ウ）組合執行委員に対する待遇の変更点 

     ※（ ）内は、平成２０年４月１日当時の組合における役

職 

○ Ｘ1 （支部長） 

  ① 学科教習関連責任者を解かれた。 

  ② 役職名は、同じ「係長心得」だが、組織変更前の主

任に当たる役職になった。 

③ 学科教習手当１時限当たり１０５円の減収（年間約

８６４時限、９０，７２０円）。 

○ Ｘ11    （以下「Ｘ11」という。）（支部書記長） 

      ① 学科教習関連従事者を解かれた。 

      ② 学科教習手当１時限当たり１０５円の減収（年間約

８６４時限、９０，７２０円）。  

○ Ｘ27    （以下「Ｘ27    」という。）（厚生部長） 

      ① 学科教習関連従事者を解かれた。 

② 学科教習手当１時限当たり１０５円の減収（年間約

７２０時限、７５，６００円）。 

○ Ｘ16  （特別執行委員） 

① 学科教習関連従事者を解かれた。 

② 学科教習手当１時限当たり１０５円の減収（年間約

８６４時限、９０，７２０円）。 

     ○ Ｘ4（副支部長） 

       配車係兼務を解かれた。 

○ Ｘ28    （以下「Ｘ28」という。）（書記次長） 

 役職名は同じ「係長心得」だが、組織変更前の主任に

当たる役職になった。 

○ Ｘ29      （以下「Ｘ29」という。）（会計監査） 

       役職名は同じ「係長」だが、筆頭係長職を失い、係長

心得と同等の立場になった。 

○ Ｘ10（労金対策委員） 

  総務課庶務係から外された。 
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○ Ｘ7（財政部長） 

① 営業企画課から外された。 

      ② 賞与時２０，０００円の減収（年２回の賞与のため

４０，０００円）。 

○ Ｘ9（組織部長） 

      ① 営業企画課から外された。 

② 賞与時２０，０００円の減収（年２回の賞与のため

４０，０００円）。 

   （エ）非組合員に対する待遇の変更点 

○ Ｘ20 

 ① 主任から係長心得に昇格。 

      ② 学科教習関連責任者になった。 

      ③ 役職手当１か月当たり１，０００円増額。 

      ④ 学科教習手当１時限当たり１０５円の増収。  

○ Ｘ21 

      ① 主任から係長心得に昇格。 

      ② 高齢者講習責任者になった。 

      ③ 役職手当１か月当たり１，０００円増額。 

○ Ｘ22 

① 役職なしから主任心得に昇格。 

      ② 役職手当１か月当たり２，０００円増収。 

○ Ｘ26 

① 配車係補助から二種責任者になった。 

② 学科教習手当１時限当たり１０５円の増収。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）組合は平成２０年４月１日の組織変更について、「明らか

に組合差別を目的とするもの」と主張し、その根拠として、 

①執行部が責任部署から外された、②代わりに非組合員が

昇格、③教習生からセクハラ行為の指摘を受けた非組合員

でも責任者に抜擢、を挙げる。 

     しかし、会社において責任部署などとされる部署は存在

せず、特定の部署・部門を責任部署として、何らかの差異

を設ける取扱いは行っていない。 

      また、この組織変更において降格となった職員は存在せ

ず、組合員を降格させた事実自体がない。組合員の中で昇



 

 - 48 -

格となった者は４名存在する。 

      さらに、組合は、教習生からセクハラ行為の指摘を受け

た非組合員（Ｘ26）でも責任者に抜擢と主張するが、会社

において同人からの聞き取りを行ったところ、セクハラ行

為の事実については認められなかった。 

責任者に抜擢とする組合の主張は、普通二種班の担当者

の中でＸ26 が一番上に記載されていることを指しての主

張と思われるが、これは総務課から普通二種班に異動した

という教習所内部における担当業務の変更に過ぎず、特に

Ｘ26 を優遇したものではない。 

   （イ）同日の組織変更は、マンネリ化の防止という目的で行っ

たものである。 

      すなわちそれ以前には、教習所において、部署をまたい

だ人事異動がなされることは少なく、担当部署が変更にな

ることも少ないのが実態であった。 

      そのため、長年同じ部署にいた職員を他の部署に異動さ

せることにより、職場の活性化を図ろうとしたものである。 

      また、教習所においては、職員間のいじめの問題があっ

た。そのため、同日の組織変更にあたってはいじめの被害

を受けていた職員については、Ｙ3 所長等の管理職の目が

届くよう、職場配置上配慮するということも考慮に入れた。 

   （ウ）組合は同日の組織変更が「高齢者講習の資格を有さない

指導員を高齢者講習の担当とするというでたらめな内容」

として、経営・業務の改善が目的ではないと主張する。 

      これは教務第２係第４班の業務分担として「高齢者講習」

「応急救護」が含まれているところ、第４班の所属人員に

高齢者講習及び応急救護講習の資格を有していない者が含

まれている、という趣旨の主張と思われる。しかし、第４

班の業務分担として「高齢者講習」「応急救護」とされてい

るのは、第４班に所属する職員が高齢者講習と応急救護の

事務を担当するというものである。 

      教習所内における事務を行うために、高齢者講習、ある

いは応急救護講習の資格が必要となるものではなく、組合

の主張は当たらない。 

（エ）組合は、営業企画課主任心得に配置転換された組合員が
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合理的な理由もないまま業務引き継ぎを拒否され、結果と

して同組合員が抑うつ状態になり長期休暇に追い込まれた

と主張するが、Ｙ3 所長から、前任者であるＸ8 に対して

は引き継ぎを行うよう指示していた。引き継ぎの実施にあ

たっては、書面での引き継ぎを行うよう指示をしていたも

のであるが、組織変更後１年以上経過した平成２１年４月

２５日付けで業務引継の書面をＸ19 が受領するまでの間、

何らの引継書の作成もされていなかったのであるから、組

合において、組合員が当然に必要である前担当者からの業

務引継を求めたにもかかわらず、合理的理由もないままこ

れを拒否した事実はなく、組合の主張は当たらない。 

   （オ）組合は、「組合執行委員に対する待遇の変更点」として、

組合執行委員が同日の組織変更により不利益を受けた旨を

主張するが、これらはいずれも、組合執行委員を不利益に

取り扱ったものではない。  
○ Ｘ1、Ｘ11、Ｘ27 及びＸ16  について 

       教習所において「学科教習関連責任者」なる役職はな

い。 

Ｘ1 について「組織変更前の主任に当たる役職になっ

た」と主張するが、そもそも「組織変更前の主任に当た

る役職」とする主張の趣旨が不明である。また、組織変

更の前後にわたってＸ1 は会社における係長心得の地位

にあり、「主任にあたる役職」に配置した覚えはない。 

       賃金について、組合は「学科教習１時限当たり１０５

円の減収」と主張するが、教習所では教習業務を行った

場合に、実際に実施した教習時間に応じて手当を支給し

ている。 

       学科教習以外にも、技能教習など別の教習業務を行っ

た場合にも手当は支給されており、学科教習を担当しな

いことにより賃金上の不利益が生じるものではない。組

合の主張は、例えば技能教習など別の教習業務を行った

場合には、学科教習手当はつかないというものに過ぎな

い。 

○ Ｘ4 について 

       組合は、「配車係兼務」を解かれたと主張するが、これ
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は教習所内部における担当業務の変更に過ぎず、変更前

に兼務していた庶務係「施設（車）係」の担当ではなく

なったというものに過ぎない。 

       担当業務の変更があった場合、変更により従来担当し

ていた職務の一部又は全部から外れることがあることは

当然であり、そのことをもって、不利益が生じたことに

はならない。 

○ Ｘ28 について 

       「組織変更前の主任に当たる役職になった」との主張

の趣旨は不明であるが、Ｘ28 は組織変更の前後にわたっ

て会社における係長心得の地位にあり、「主任にあたる役

職」に配置した事実はない。 

○ Ｘ29 について 

       教習所において、「筆頭係長職」なる役職はなく、Ｘ29

が「筆頭係長職」なる役職にあった事実はない。Ｘ29 の

役職は、平成２０年４月１日の組織変更の前後とも「係

長」であり、役職に変わりはない。 

○ Ｘ10 について 

       組合は「総務課庶務係から外された」と主張するが、

これは総務課庶務係から教務課に異動したという教習所

内部における担当業務の変更にすぎず、また担当業務の

変更による賃金等処遇上の不利益は存在しない。 

○ Ｘ7 及びＸ9 について 

   組合は「営業企画課から外された」と主張するが、こ

れは営業企画課から教務課に異動したという教習所内部

における担当業務の変更にすぎない。 

       また、営業企画課に所属する従業員は、営業活動を行

うにあたり、取引先との飲食費等の支出を伴うことがあ

るため、そのような費用見合い分として賞与の際に、営

業専従者には２万円、また営業補助者には５，０００円

を支給するという扱いを行っていた。 

       Ｘ7 及びＸ9 については、組織変更前は営業企画課兼

務の営業補助者であったが、営業企画課から異動し、営

業活動を担当しないこととなった。そのため、賞与の際

に追加で支給されていた５，０００円が支給されない扱
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いとなっている。 

       しかし、これらは営業活動に伴う費用見合い分として、

賞与支給の際に特に支給していたものである。そして、

同日の組織変更により、Ｘ7 及びＸ9 は営業活動を担当

しなくなったために、支給されなくなったものにすぎな

い。 

   （カ）非組合員に対する待遇の変更点について 

○ Ｘ20 、Ｘ21 及びＸ22  について 

教習所内部において「学科教習関連責任者」「高齢者講

習責任者」なる役職はない。 

賃金について、教習所では、教習業務を行った場合に、

実際に実施した教習時間に応じて手当を支給している。

学科教習を担当した場合には、１時限当たり１０５円を

支給するというのは従来からの取扱いであり、特にＸ20

を優遇したものではない。 

○ Ｘ26 について 

「責任者に抜擢」という点については上記(ア)のとお

り。 

また、組合は異動後のＸ26 の賃金について「学科教習

手当１時限当たり１０５円」としているが、普通二種班

においては、学科教習のみを行っているのではなく、学

科教習を行った場合には、学科教習手当が支給されると

いうものにすぎない。このように賃金面においても特に

Ｘ26 を優遇したものではない。 

 （２）当委員会の判断  
ア 平成２０年４月１日付け組織変更の概要  
  会社は、平成２０年４月１日付けで、マンネリ化の防止を

理由に、別紙１（甲４９）（略）のとおり組織変更を行った。

なお、会社は、その５か月前の平成１９年１１月１日付けで

も、別紙２（甲５０）（略）のとおり組織変更を行っていた。

（第３－２－（４）－ア、イ）  
  この組織変更により、昇格した者は７名でそのうち組合員

は 4 名であり、一方で降格となった者はいなかった。（第３－

２－（４）－ウ）  
イ 当該組織変更にかかる組合の主張に対する検討  
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  組合は、本件組織変更は、組合員に対する差別を目的とす

るものであり、その理由として、①執行委員を中心とする組

合活動に熱心な者は責任部署からはずし事実上の降格として

いること、②職場に４人しかいない非組合員のうち３名が昇

格していること、③教習生からセクハラ行為の指摘を受けた

非組合員（Ｘ26）でも責任者に抜擢していることを挙げてい

る。  
     また、組織変更の目的は、経営・業務の改善が目的ではな

く、その根拠として、④高齢者講習の資格を有しない指導員

を高齢者講習の担当に配置していること、⑤営業企画課主任

心得に配置された組合員（Ｘ19）は、前担当者からの引き継

ぎを合理的理由もなく拒否されたため、結果として抑うつ状

態となったことを挙げている。  
     以下、個々に検討する。  

① 執行委員を中心とする組合活動に熱心な者は責任部署か

らはずし事実上の降格としたとの組合の主張について  
     まず、本件組織変更で、役職名において降格になった者

がいなかったことについては、組合も認めているところで

ある。（①Ｘ1 ｐ３２）  
      次に、会社は、特定の部門・部署を責任部署として何ら

かの差異を設ける取扱いは行っていない旨主張し、組合は、

責任部署とは、「教習所の運営にかかわるような部署」であ

り、「例えば、教務として同僚や部下などに指導、教習内容

や教習方法を指導する部署・・・、また、教習所の営業の

運営を決定する営業企画課・・・、職員に仕事の割りつけ

をする配車係・・・」（①Ｘ1 ｐ１２）と述べている。  
      しかし、組合がいうところの責任部署とは具体的にどの

部署をいうのか、責任部署とそれ以外の部署との違い、な

ぜ責任部署から外されることが事実上の降格となるのか、

などについて、十分な疎明がなされているとはいえない。  
      そこで、組合執行委員に対する待遇の変更点として組合

が具体的にあげた個々の組合員について検討し、これらが

事実上の降格に当たるといえるか検討する。  
    ・ Ｘ1 、Ｘ11、Ｘ27 及びＸ16 

これら、４名の者は、学科教習関連責任者（Ｘ1 ）及び
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学科教習関連従事者（Ｘ11、Ｘ27   及びＸ16    ）を

解かれたとしている。しかし、学科教習関連責任者及び学

科教習関連従事者について、業務の内容や学科教習におけ

る位置付け、権限、そしてそれらを解かれたことにより実

際の業務の内容や量がどう変わるのか、学科教習手当との

関連等について、組合からは明確な主張がされていない。  
また、Ｘ1 については、役職名は同じ係長心得だが、組

織変更前の主任に当たる役職になったとしているが、組織

変更前と変更後で役職に係る業務や権限等が具体的にど

う変わったのか疎明がない。  
 ・ Ｘ4、Ｘ10、Ｘ7 及びＸ9 
   Ｘ4 は、配車係兼務、Ｘ10  は総務課庶務係、Ｘ7 及び

Ｘ9 は営業企画課からそれぞれ外されたとするが、これら

の部署から異動することが具体的にどのような意味で事実

上の降格に当たるかについての疎明がない。  
 ・ Ｘ28 及びＸ29 

     Ｘ28 は、役職名は係長心得のまま、組織変更前の主任に

当たる役職になったこと、Ｘ29 は、役職名は係長で変わら

ないが、筆頭係長職を失ったとしているが、いずれも組織

変更前と変更後で役職に係る業務や権限等が具体的にどう

変わったのか疎明がない。  
     以上、いずれにおいても、組織変更によって事実上の降

格になったことについて、組合から十分な疎明がなされて

いるとはいえない。  
② 職場に４人しかいない非組合員のうち３名が昇格してい

ること  
   これについて、組合は具体的に３名の名前を挙げるが、

いずれも非組合員であるが故に組合員と比べてどう優遇さ

れたのか疎明はない。  
③ 教習生からセクハラ行為の指摘を受けた非組合員（Ｘ26）

でも責任者に抜擢していること    
     会社は、Ｘ26 のセクハラについては同人から聞き取りを

行ったところ、セクハラの事実は確認できなかった旨主張

しており、これに対する、組合からの反証等は出されてい

ない。  
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      また、組合から、責任者がどのような役職であるのか疎

明がない。  
④ 高齢者講習の資格を有しない指導員を高齢者講習の担当

に配置していること   
このことについて、会社は、教務第２係第４班の業務分

担として「高齢者講習」とされているのは、第４班に所属

する職員が高齢者講習の事務を担当する、ということであ

り、教習所内における事務を行うために、高齢者講習の資

格が必要となるものではない旨主張している。 

これに対して、組合からの反証等はなく、十分な疎明が

なされているとは言い難い。 

⑤ 営業企画課主任心得に配置された組合員（Ｘ19）は、前

担当者からの引き継ぎを合理的理由もなく拒否されたため、

結果として抑うつ状態となったこと  
      これは、教習所内部における事務引き継ぎの在り方の問

題であり、組織変更とは別の問題である。  
以上、①から⑤について検討したとおり、この組織変更に

おいて、組合執行委員が事実上の降格となったこと、非組合

員が優遇されたこと、組織変更の目的が経営・業務の改善で

はなく組合員の差別が目的であったことについて、いずれも

組合から十分な疎明がなされているとはいい難い。  
ウ 不当労働行為の成否  

平成２０年４月１日付け組織変更は、組合員の降格を目的

に行われたものであるということはできず、不当労働行為に

は該当しないものと判断する。  
 

７ 争点３（教習所の管理室は、組合に対する支配介入を目的とし

て設置されたものか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）管理室設置の目的は、組合員の日常行動を監視し、日常

的に威圧、畏怖させ、その行動を制約し、組合弱体化を図

る為であるとしか考えられない。  
      管理室設置に際し、職員から「どんな仕事をするんです

か」との質問に対して、Ｙ3 所長は、「教習水準の向上」と
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しか答えず、「一緒の職場の仲間になるんだから自己紹介を

お願いします」という職員の声にも、Ｙ3 所長は、「必要な

い」と答えるだけであった。  
      管理室の職員は、教習コースや校舎の中をウロウロ歩き

周り教習の妨害にもなったりしていた。校舎３階の管理室

から双眼鏡で教習コースを監視するという異常な行動を繰

り返した。「不審な人物がいる」など教習生からの苦情の声

も多々寄せられた。  
      その他には、Ｙ3 所長に呼ばれたら直ぐ駆けつける程度

の事しかしておらず、教習所の業績に関わる業務は一切行

っていない。いたずらに経費がかかるばかりであり、合理

的な企業の行動からは説明できるものではない。  
（イ）Ｙ3 所長は、平成１９年１０月に教習所に赴任し、教習

所にうつ病等精神疾患に罹患した者が多いことに気づき、

その原因を調査したところ、その発症原因が組合員による

非組合員に対するいじめであることが判り、そのいじめ根

絶のため、①平成２０年４月１日付けの組織変更を行い、

②管理室を設けた旨、陳述、証言し、Ｙ7 常務も同趣旨の

陳述、証言をしている。  
      しかしこれは虚偽であり、精神疾患を理由に休職してい

る職員がいることにかこつけて、会社の不当労働行為を正

当化しようとする主張にすぎない。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）過去の経緯として、職員間でのいじめ行為・嫌がらせ行

為、特に組合員による組合員以外の職員に対するいじめ行

為・嫌がらせ行為がなされ、その結果、平成１９年にうつ

病等の精神疾患により休職となった職員が教習所職員の約

１割に及ぶという事態となった。  
      かかる異常な事態に対して、被害者となっている職員を

守り、教習所における企業秩序を維持するため、いじめ問

題を含めた職場環境の是正・改善を徹底して行う必要があ

った。  
      そのため、会社は教習所職員に対して「秩序維持等に関

する業務命令」を出し、それ以前に問題となっていたいじ

め行為、嫌がらせ行為を禁止することを明らかにした。ま
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た、同業務命令に基づき、教習所において注意指導を行う

必要があるところ、所長らの管理職だけでは目が行き届か

ず、十分な注意指導を行い得なかったため、所長らに代わ

り、同業務命令に基づく注意指導を行い、かつ教習水準の

向上を図るための管理部門として、警察ＯＢ及び他校から

の指導員により構成される「管理室」という部門を設置し

たというのが設置理由である。  
（イ）管理室は、教習所において、所長直属の部署として教習

所における職場環境・教習水準等に関する問題点を把握し、

職場環境を損なう行為に対しての注意指導、あるいは教習

水準の向上に反映させることを主たる業務としている。そ

のために、日常業務として、教習所の庁舎内外の巡回、不

正教習事案防止のための検定室や個人情報管理室の鍵の保

管管理、検定への立会などを行っている。  
 これは組合員であるか否かに関係なく、職員間のいじめ

行為がなされるという異常な職場環境の是正を図るもので

あり、組合員がそれ以外の教習所職員に対して行う事例が

多く見られた実態はあるが、管理室は組合の正当な労働組

合活動に関与するものではなく、組合に対する支配介入を

目的とするものではない。  
   （ウ）教習所の組織図においては、管理室の職掌に関する記載

はないが、管理室はもともと一時的な組織を前提としてお

り、現に当初設置の５名から現時点において減員しており、

縮小傾向にあるなど、今後永続的に設置される組織ではな

い。組織図において職掌を記載しなかったのは、それが臨

時的な措置であったということに基づくものである。  
 （２）当委員会の判断  

ア 管理室の設置 

     このことについては、次の事項が認められる。 

・ 平成２０年５月８日、会社は教習所に管理室を設置した

こと。（第３－２－（９）－ア） 

・ 管理室は、所長直属の部署で、５名の職員からなること、

職員５名のうち２名は警察ＯＢ、３名は会社の職員から採

用されていること。（同－イ） 

イ 管理室設置の目的 
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     管理室設置の目的について、組合は、組合員の日常行動を

監視し、日常的に威圧、畏怖させ、その行動を制約し、組合

弱体化を図ることであると主張する。 

  これに対して、会社は、職員間のいじめ行為がなされると

いう異常な職場環境の是正を図るものであり、組合に対する

支配介入を目的とするものではない旨主張する。 

     以下、管理室は、組合に対する支配介入を目的として設置

されたものか検討する。 

会社は、職員間でのいじめ行為、嫌がらせ行為、特に組合

員による組合員以外の職員に対するいじめ、嫌がらせ行為が

なされた結果、平成１９年にうつ病等の精神疾患により休職

となった職員が教習所の全職員の約１割に及んだとしている。 

     会社が主張するとおり、平成１８年から２０年にかけて、

６名の職員がうつ病等の精神疾患に罹患していることが認め

られる。（乙１１ないし１６、③Ｙ3 ｐ７０） 

     そして、Ｙ3 所長は、その原因、理由について調査を行っ

たこと、その結果、組合員による非組合員、元組合員に対す

るいじめ行為があった旨証言するとともに（③Ｙ3 ｐ７０）、

Ｘ30   （以下「Ｘ30」という。）（乙１１）、Ｘ26（乙１２）

及びＸ25（乙１３）の３名について、「発症は平成１７年９月

以降に集中しております。その発症した者について、２０年

前後の勤続をしておりますけれども、それまでその種の病の

兆候すらなかった人たちであります。」（③Ｙ3 ｐ７１）と証

言している。 

     しかしながら、医師ではないＹ3 所長が行った調査とは、

教習所の職員に対して「ほかの話に紛れ込ませてそうっと聞

くとか、小分けして何回にも聞くとか」という方法で行われ

たものにすぎず、その結果として、職員のうつ病等について、

「職員によるいじめが原因として上がってまいりました。」

(③Ｙ3 ｐ７０)と断定するほどの根拠になるとは、到底考え

られない。 

     しかも、その調査結果は、報告書の形では残されていない

のであり、Ｙ3 所長は調査中の段階から、本社にその都度口

頭で報告していた程度のものなのである。（③Ｙ3 ｐ１２７～

１２８） 
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     してみれば、会社が行ったとする調査とは、Ｙ3 所長が職

員に「ほかの話に紛れ込ませてそうっと聞く」などしたこと

を元に、恣意的にうつ病との因果関係について結論づけたも

のと評価するのが相当である。 

     さらにＹ3 所長は、組合代理人の質問に対して、次のよう

に供述している。 

     組合代理人「平成１７年１０月から平成１９年９月１８日

まで、ほぼ２年間、Ｘ26 さんは休職していまし

たよね。」 

     Ｙ3 所長 「私の着任する前のことでございますので、わ

かりません。」 

（第３回審問調書ｐ１１４） 

     組合代理人「Ｘ25  さんが、平成１９年６月から９月半

ばまで休んでいますよね。」 

     Ｙ3 所長 「私の就任前のことでございます。」 

     組合代理人「Ｘ30 さんが、昭和６２年に教習所に入ってか

ら、たびたび急に休むということを繰り返して

いたということは知っていますか。」 

     Ｙ3 所長  「知りません。」 

（同ｐ１１５） 

こうしてみると、Ｙ3 所長は、Ｘ30、Ｘ26 及びＸ25 の３名

に対して、それまでその種の病の兆候すらなかったと証言す

る一方で、同じ３名について、自分の着任前のことについて

は知らないと言うのみであって、Ｙ3 所長の職員に対する聞

き取り自体も行われたのかどうか疑わしいといわざるを得

ない。 

そうすると、会社は、その主張する目的のために必要な調

査に基づかずに、このような５人もの職員からなる部署を設

置したことになる。 

この５人は、２名が警察ＯＢ、３名が北海道で教習指導員

をしていた者である旨（③Ｙ7 ｐ５６）Ｙ7 常務は証言して

おり、これら５名が精神疾患に関する専門知識や資格等を有

していたとの疎明はない。 

また、会社は、管理室職員の主な業務は、教習所の庁舎内

外の巡回等であると主張するが、「いじめ」等による精神疾
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患が、それについての専門知識も資格も持たない職員に巡回

あるいは「警戒活動」（乙４６ｐ６）をさせることで防げる

とは考えられない。 

第３－２－（１５）－アでみたとおり、会社はこのころす

でに、教習生の減少に伴う経費節減の必要性について認識し

ていたものと考えられるが、経費のかかる新たな部署を必要

な調査も適切な人材を配置することもなく設置したのであ

るから、これを企業の合理的行動から説明することは難しい。 

ウ 管理室の業務 

管理室の業務、所掌する事務等について、文書による定め

はなく、また、会社は教習所の職員に対して、管理室を設置

した際、その設置目的、業務、職員の氏名といった基本的な

事項すら明かしていない。（第３－２－（９）－ウ） 

そこで、管理室職員が教習所においてどのような業務を行

っていたか、実際に当委員会が認定した事実は次のとおりで

ある。 

① 平成２０年５月１１日、Ｙ3 所長の指示により、所長

室に組合の書面を提出しにきたＸ1 らの写真を撮影し

た。（第３－２－（１０）－イ） 

② 同月２４日、指導員室において組合掲示板の写真を撮

影した。 

また、Ｙ3 所長の指示により、指導員室内にいたＸ5

及び組合員Ｘ15 の写真を撮った。（同－（１２）－ア、

エ） 

③ 同年６月４日、教習所２階の廊下で、Ｘ24 が睨み付け

てきたのに対し、管理室職員のＹ9 が、「文句があるな

ら言ってこい。」と発言し、その後組合員と言い争いに

なった。（同－（１４）－イ、ウ） 

④ 同年８月６日、Ｙ3 所長の指示により、当時組合執行

委員であったＸ9 ら３名の写真を撮影するとともに、Ｘ9

ら３名に対して、帰らないと警察に逮捕される旨発言し

た。（同－（１３）－オ） 

以上、当委員会が認定した事実において、管理室職員は主

に、所長の指示に基づき組合員の写真を撮影していたことが

認められる。そのうち①及び④については、後に争点４（２）
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及び同（４）でそれぞれ述べるとおり、組合員に対して心理

的重圧感を与え萎縮させることを目的に行われた行為であ

ったと認定できるものである。 

エ 不当労働行為の成否 

管理室に係るこれら一連の状況は、いずれも合理的な企業

行動として説明できるものではない。 

上記イでみたとおり、会社は、管理室設置の前提となるべ

き必要な調査を行ったと認めることはできないから、職員間

におけるいじめ行為の是正等が設置の目的であるとする会

社の主張は到底信用できない。 

そうすると、会社は、組合員を日常的に監視し、威圧、畏

怖させ、その行動を萎縮させ、もって組合弱体化を図ること

を目的として管理室を設置したものと推認せざるを得ない。 

したがって、会社が管理室を設置したことは、法第７条第

３号に該当するものと判断する。 

 
８ 争点４（１）（平成２０年４月１６日、会社が管理職をして組

合員の自宅を訪問させたことは、組合に対する支配介入に当たる

か。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）平成２０年４月１６日１６時２０分ごろ、会社東京支店

のＹ2 課長が組合員であるＸ5 宅を突然訪問した。本来な

ら、Ｘ5 は業務中で自宅におらず、自宅には同人の家族し

かいない時間帯に、これまで職員の自宅を訪ねるというこ

とが全くなかった会社の職制が急に来たのである。しかも、

組合作成のビラを持参したのである。（当該ビラについては

組合の掲示板よりＹ2 課長が取ったものであった。団体交

渉において確認済のことである。）。  
      偶然、体調を崩して帰宅していたＸ5 がＹ2 課長に応対

し、Ｙ2 課長は驚いて帰って行った。  
      これは、組合員の家族を通じて、組合員に組合活動を積

極的に行わないようにさせる働きかけとしか理解できない

行動である。 

   （イ）会社は、Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪問したのは、組合作成の
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ビラの返却が目的であると主張するが、それならば、①な

ぜ、組合作成のビラを組合執行委員でもないＸ5 に渡そう

としたのか、②なぜＸ5 が通常自宅にいない時間帯に訪ね

たのか、③なぜ、郵送ではなくわざわざ自宅までビラを持

っていったのか、④なぜ事前にＸ5 の在宅を確認していな

いのか合理的説明が全くできていない。  
Ｙ2 課長が、Ｘ5 宅を訪問した理由は、教務課教務第一

課長代理という教習所の要職にあったＸ5 に対し、これ以

上組合活動を積極的に行わないようにさせるため、その家

族を通じて懐柔しようとしたものとしか理解できない。  
   （ウ）組合は、Ｙ2 課長のＸ5 宅訪問を、組合に対する介入行

為と位置づけ、再三にわたり会社に対し、Ｙ2 課長がＸ5

宅を訪ねた理由を問い質してきたが、それに対する回答は

なされなかった。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）平成２０年４月１６日のＹ2 課長の訪問は、組合が作成

したビラの返却を目的としたものである。  
      Ｙ2 課長は、平成２０年３月２９日に教習所を訪れた際、

１階の指導員室壁面にかかっている掲示板を見たところ、

組合が、会社の許可を得ずに、Ｙ7 常務を誹謗中傷する内

容のビラを掲示していたため、これを撤去した。  
      その後、同年４月４日に行われた組合との団体交渉の席

上、Ｘ1 やＸ8 から何度も「Ｙ2  ！この泥棒！」、「ビラを

返せ！」などと激しく罵られるということがあったことか

ら、当該ビラに掲載されていた写真が撮影されたパーティ

ーの場に出席しており、写真を提供したと思われるＸ5 に

対し、当該ビラ及び組合が発行した別のビラを返却するこ

とにしたものである。  
 そして、Ｘ5 に対してビラを返却するに当たり、社内で

Ｘ5 に返却すれば、また多数の組合員との間で「泥棒」云々

という騒ぎが起こり、上記団体交渉時のような騒乱状態が

発生することが確実であったため、それを避けるために、

職場外で返却することとし、当該ビラに使用されていた写

真を提供したＸ5 に直接返却することとしたものである。  
      そして、返却のためにＸ5 宅に電話し訪問の旨を告げた
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後訪問し、その際にＸ5 が在宅していたことからＸ5 に返

却した、というものである。  
      Ｙ2  課長がＸ5 宅を訪問したのは、組合作成のビラの返

却を目的としたものであり、組合活動に対する威嚇を目的

としたものではない。  
   （イ）また、組合は自宅の訪問について「組合員を威嚇し」と

主張するが、訪問の客観的態様についても、極めて平穏に

なされたものであり、そもそも威嚇にあたる行為ではない。 
      Ｙ2 課長は、Ｘ5 宅を訪問した際、予め自分の携帯電話

の番号を通知してＸ5 宅に電話をかけ、その際、名前を名

乗った上で訪問を予告し、訪問するに当たってはＸ5 の自

宅マンションのエントランスより先に入ることもなかった。 
そして、訪問の用件であるビラの返却だけを行った上で、

退去したものである。  
   （ウ）Ｙ2 課長の行為は組合活動に対する威嚇であるとの主張

を組合が始めたのは、平成２０年７月８日、Ｙ2 課長によ

る訴訟提起がなされた後である。それ以前においては組合

からの申し入れ、あるいは組合が作成したビラにおいても、

組合活動に対する威嚇、その他不当労働行為であるかのよ

うな記載はなされていない。  
このことから、組合においても、Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪

問した当時、Ｘ5 宅への訪問を組合活動に対する威嚇、そ

の他の不当労働行為であると認識していなかったことは明

らかであり、「組合活動に対する威嚇」などという主張は、

後付けされた言い訳にすぎない。  
 （２）当委員会の判断  

ア Ｙ2 課長によるＸ5 宅の訪問 

     このことについては、次の事実が認められる。 

    ・ 平成２０年３月２９日、Ｙ2 課長は、教習所の組合掲示

板から、Ｙ7 常務の写真が掲載されたビラを撤去した。（第

３－２－（６）－ア） 

    ・ 同年４月４日の団体交渉の席上で、Ｙ2 課長は組合から、

当該ビラを撤去したことに対して激しい抗議を受けた。（同

－イ） 

 ・ 同月１６日、Ｙ2 課長はＸ5 宅を訪れた。（同－ウないし
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カ） 

 ・ その際、事前の連絡はせず、到着の数分前に初めてＸ5

宅に電話を入れた。Ｙ2 課長は、電話応対したＸ5 の妻に

対して、「ご主人から返せと言われた書類をお持ちいたしま

したので、これから伺ってよろしいでしょうか。」と告げた。

（同－ウ） 

 ・ Ｘ5 は、当日体調不良のため教習所を早退し自宅にいた。

Ｙ2 課長に対してはＸ5 が応対した。（同－オ、カ） 

 ・ Ｙ2 課長は、Ｘ5 へ当該ビラ及び組合作成の別のビラを

渡すと直ぐに帰った。（同－カ） 

イ Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪問した目的 

組合は、Ｙ2 課長によるＸ5 宅訪問は、Ｘ5 に対して組合

活動を積極的に行わないようにさせるため、その家族を通じ

て懐柔しようとしたものである旨主張し、会社は、Ｙ2 課長

がＸ5 宅を訪れたのは、組合作成のビラを返却するためであ

り、組合活動に対する威嚇を目的としたものではない旨主張

する。 

     Ｙ2 課長は、Ｘ5 宅を訪問して当該ビラを返却しようとし

たのは、社内でＸ5 に返却すれば、組合員との間で「泥棒」

云々という騒ぎが起こり、騒乱状態が発生することが確実な

のでそれを避けるためであった旨陳述し（乙４７の１）、郵送

ではなく、直接Ｘ5 宅を訪れたのは、「郵便、書留という方法

もありますけれども、それでは自分自身としては確実性がな

い、後で、もらった、もらわないということになるのも嫌な

ものですから、私が直接お渡ししたかったので持っていきま

した。」（③Ｙ2 ｐ１５２）と証言している。 

     しかし、当該ビラをＸ5 本人に直接渡そうとしたのかとい

うことに関して、Ｙ2 課長は、「・・・自分が直接Ｘ5 さんに

お渡ししようと思って持っていきました。」（③Ｙ2 ｐ１４０）

と証言する一方で、渡すのはＸ5 本人でなければならないと

思っていたわけではない旨証言するなど（③Ｙ2 １６０～１

６１）、その内容は一貫しておらず、この点についてのＹ2 課

長の証言は信用できない。 

     Ｙ2 課長は、Ｘ5 宅に事前に訪問する旨の連絡は入れずに、

４月１６日の当日、Ｘ5 宅まで数分というところまで来て初



 

 - 64 -

めてＸ5 宅に電話を入れた（第３－２－（６）－ウ）。この時、

応対したＸ5 の妻に対して、Ｘ5 本人の在宅は確認しておら

ず（③Ｙ2 ｐ１６０）、誰がＸ5 宅にいるか深く考えていなか

った旨証言している。またＸ5 が結婚していることは知って

いたが家族構成は知らなかったとも証言している。（③Ｙ2ｐ

１６１） 

     Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪れた４月１６日水曜日の午後４時ご

ろは、通常であればＸ5 は教習所で勤務している時間帯であ

り、事前に訪問する旨の連絡をしていないのであるから、Ｘ5 

宅には、Ｘ5  本人はいない蓋然性が高い。仮にＸ5  本人が

不在であった場合、Ｘ5 の家族構成を知らないＹ2 課長がた

またまＸ5 宅に居合わせた者に当該ビラを渡したとしても、

それをもって、Ｙ2 課長の証言によるところの「確実性」が

あるといえるのかはなはだ疑問である。 

また、Ｙ2 課長はＸ5 宅への訪問を「業務」と認識し（③

Ｙ2 ｐ１４１）、勤務先の東京支店からＸ5 宅まで１時間以上

かけて出向いている（③Ｙ2 ｐ１５１）が、Ｘ5 宅に誰もい

なかった場合には、当該ビラを「持って帰るつもり」（③Ｙ2

ｐ１６０）であり、マンション共同玄関の外にあるポストへ

の投函は考えていなかった旨証言している（③Ｙ2 ｐ１５７）。 

これら一連の状況から考えると、Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪問

したのは、当該ビラを確実に返却することが目的ではなく、

Ｘ5 本人以外の家族と対面して当該ビラを手渡すことが目的

であったこと、そして、この日はＸ5 本人ではなく、その妻

が電話に出たからＸ5 宅を訪問したものと推認できるもので

ある。 

ウ 組合の執行委員でなかったＸ5 に組合作成のビラを返却し

た理由 

  Ｘ5 が、当時組合の執行委員でなかったことについては、

当事者間で争いがない。 

会社は、Ｘ5 に対して組合作成のビラを返却したことにつ

いて、当該ビラに使用された写真を提供したのがＸ5 である

ことをその理由としている。 

しかし、組合が発行し、組合名が明記されたビラを、単に

当該ビラに掲載された写真を提供したという理由により、執
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行委員でもないＸ5 に返却したとする会社の言い分は、到底

首肯できるものではない。当該ビラには、組合名が明記され

ているのであるから、組合に返すならば、組合の代表者か、

少なくとも執行委員に返すのが、社会通念に照らして相当で

あると考えられる。 

また、Ｙ2 課長は、Ｘ5 の妻に対して、「ご主人から返せと

言われた書類をお持ちいたしましたので・・・」と言ってい

るが、このことについて、Ｙ2 課長は、組合代理人の質問に

対して、次のように供述している。 

組合代理人 「・・・平成２０年の４月の団体交渉の際に、

そこに出席していた組合幹部から、これらの

ビラを返せと言うことを言われたんですね。」 

Ｙ2 課長  「はい。」 

組合代理人 「その団体交渉にＸ5 さんは出席していませ

んよね。」 

Ｙ2 課長  「よく覚えておりません。」 

（③Ｙ2 ｐ１５７） 

こうしてみると、Ｙ2 課長は、Ｘ5 がビラを帰せと言った

かどうか確信がなかったのだから、Ｘ5 の妻に対して言った

「ご主人から返せと言われた・・・」は、事実と異なってい

たということになる。 

さらに、Ｙ2 課長は、「Ｘ5 さんはうちの系列校の廿日市

自動車学校の認定取得をするために出向しておりまして、こ

の写真を撮られた場が廿日市校の認定取得の記念パーティ

ーの場だったから、Ｘ5 さんが撮られた、持っているものだ

というふうに思いました。」（③Ｙ2 ｐ１３８）と証言してお

り、Ｘ5 が写真を提供したことについてはあくまで推定の域

を出なかったものと考えられる。 

そうすると、組合の執行委員でもないＸ5 に対してビラを

返却したことに対する会社の主張に合理的な理由があるとす

ることはできない。 

エ Ｙ2 課長の訪問の態様 

     会社は、Ｙ2 課長によるＸ5 宅訪問は極めて平穏になされ

たものであり、組合に対する威嚇にはあたらない旨主張する。 

     しかし、Ｘ5 の家族にとって、Ｘ5 本人の不在時に、いま
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まで尋ねてきたこともない会社の人間が、事前の連絡もなし

に訪れれば、その来訪の意図についてあれこれ考えるのが普

通である。しかも、東京支店総務課長という役職の者から、

「ご主人から返せと言われた書類を持ってきた」旨言われ、

組合が作成したビラを渡されれば、たとえそれ以外の言葉が

なかったとしても、Ｘ5 本人の組合活動に対して会社として

何らかの意向があるのではないかとの推測が働くこと、そし

て幾ばくかの不安感を抱くであろうことは、十分想定できる

ところである。 

オ 会社の不当労働行為意思 

  以上、イ、ウ、エを総合すると、Ｙ2 課長の行動に合理的

な説明をつけることは難しい。 

  そうすると、Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪問したのは、組合が主

張するように、同人の勤務時間中に同人の自宅に出向き、そ

の家族と対面して組合作成のビラを直接手渡すことによりＸ

5 及びその家族に不安感を与え、写真を組合に提供したと思

われるＸ5 を動揺させ、組合活動を牽制することがその目的

であったものと推認せざるを得ないものである。 

カ 組合が不当労働行為を主張したのは、Ｙ2 課長による訴訟

が起こされたことに対する後付けの理由であるということに

ついて 

     会社は、Ｙ2 課長の行為が組合活動に対する威嚇であると

する組合の主張は、Ｙ2 課長による訴訟提起に対して後付け

でなされたものであると主張する。 

     Ｙ2 課長がＸ5 宅を訪問した日の翌日である４月１７日に、

組合はＹ2 課長がＸ5 宅を訪問したことに対する抗議のビラ

（乙６８）を掲示したこと、さらに、訪問した日の翌々日で

ある１８日には、組合から会社に対して緊急申入れがなされ

たことが認められる。（第３－２－（６）－キ） 

その際に、不当労働行為であるとの記載がされているか否

かは、不当労働行為の成否とは何ら関係がない。 

また、単に組合のビラに不当労働行為であるかのような記

載がなかったことをもって、組合に不当労働行為の認識がな

かったとまでいうこともできない。 

   キ 不当労働行為の成否 
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     以上、会社が平成２０年４月１６日、Ｙ2 課長をしてＸ5

宅を訪問させたことは、法第７条第３号に該当するものと判

断する。 

   
９ 争点４（２）（平成２０年５月１１日、組合執行委員が所長室

に通告書及び質問書を持参した際に、組合執行委員に対して、Ｙ  
3 所長が退室を命じ、管理室の職員をして写真を撮らせたことは、

組合に対する支配介入に当たるか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
     平成２０年５月１１日朝８時ごろ（業務時間開始前）、Ｘ1

らが通告書及び質問書を提出するため、所長室のドアをノッ

クしたのちに開けたところ、Ｙ3 所長は、Ｘ1 らの話も聞か

ず、管理室に電話をかけ、「取り囲まれているから、至急カメ

ラと録音機を持って降りて来い。」と指示し、所長室にきた管

理室の職員に「この連中が取り囲んだので写真を撮れ。」と命

令した。  
     教習所の組合執行委員複数人が組合書面を所長に提出する

ことは長年の慣例・慣行事項であったので、執行委員らは、

書面を提出に来たこと及びまだ始業前である旨弁明したが、

Ｙ3 所長は、しばらくの間（５分間程度）、「こいつらだ、こ

いつらの写真を撮れ。」「こいつらがいつも私の所に来る奴ら

だ！」「よく顔を見とけ！」などと執行委員らに罵声を発し続

けた。  
     組合執行委員は、組合の代表者として行動しているにもか

かわらず、Ｙ3 所長は、「この連中」、「こいつら」などと言い、

執行委員らを罵倒し、威嚇的に写真を撮らせたのであった。  
   イ 会社の主張の要旨  

同日におけるＹ3 所長の言動は、Ｘ1 ら１０名弱が急に所

長室に入ってきたことに対して注意を行い、退去しないので

あればかかる状況を記録するために写真撮影を行おうとした

ものである。 

すなわち、平成２０年５月１１日午前８時ごろ、Ｘ1 ら１

０名弱がドアをノックしたものの、ノックした直後にＹ3 所

長の了解を得ることなく、急に所長室に入ろうとした。 
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Ｘ1 らは平成１９年１１月以降、再三にわたりＹ3 所長を

複数名で取り囲み、職場協議会の開催を執拗に迫った経緯が

あった。また、多人数で所長室に押し掛け、所長に対して何

らかの要求を行うことは平成２０年４月３０日の「秩序維持

等に関する業務命令」に抵触する状況でもあった。 

     このように、所長室に大人数で押し掛けてくることは以前

から日常的にあったため、Ｙ3 所長はその点に対して「勝手

に入ってくるんじゃない」などと注意を行ったものである。 

     なお、この点についてＸ1 は、「組合執行部複数人が組合書

面を所長に提出することは初代Ｙ10 所長就任時からの慣

行・慣例です」などとするが、組合員らはこのような「慣行・

慣例」を根拠にＹ3 所長が止めるように言っているにもかか

わらず、所長室に押し掛ける行為を続けていた。 

     Ｙ3 所長は一人で多人数に取り囲まれている状況に不安を

感じたことから、管理室の職員に所長室まで来るように連絡

するとともに、組合員に対しては所長室から退去するように

注意した。 

また、このようなＸ1 らの行為は、たとえ就業時間外であ

るとしても、企業施設内で行われたものであり、企業秩序を

乱すものであるため、退去しないのであればかかる状況を記

録しようとした。 

以上のように、Ｙ3 所長においては、Ｘ1 らに対して罵声

を発したり、威嚇したりした事実はなく、Ｘ1 らにおいて企

業秩序を乱す行為があったことから、そのことに対して注意

を行い、かつ注意に従わない場合に、企業秩序違反行為があ

ったことの記録を残そうとしたものであり、組合に対する支

配介入には当たらない。 

 （２）当委員会の判断  
ア 当日の状況 

平成２０年５月１１日午前８時ごろ、Ｘ1 らが、Ｙ3 所長

に組合の通告書及び質問書を提出するため、所長室のドアを

ノックした後、Ｘ1 を先頭に２～３名が所長室に入室した。 

Ｙ3 所長は、Ｘ1 らの用件も聞かずに「退室しろ。」と警告

し、管理室に電話をかけて、直ちにカメラと録音機を持って

所長室に来るよう指示し、所長室に来た管理室職員に、「この
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連中が取り囲んだので写真を撮れ。」と命じた。 

Ｘ1 らは、書面を提出に来ただけであり、かつ始業前であ

る旨言ったが、Ｙ3 所長は、「こいつらだ、こいつらの写真を

撮れ。」と命じ、管理室職員にＸ1 らの写真を撮影させるとと

もに、管理室職員に対し、「こいつらがいつも私の所に来る奴

らだ。」、「よく顔を見ておけ。」と言ったというものである。

（第３－２－（１０）－ア、イ） 

   イ Ｘ1 らの入室の目的及び態様とＹ3 所長の対応 

 教習所において、慣例、慣行として組合執行部複数人によ

り組合の書面を所長に提出することが行われていた点につい

て特段争いはない。 

 Ｘ1 らは、始業前に、組合の通告書及び質問書を提出する

目的で、所長室のドアをノックし、平穏に入室したものであ

り、また、書面を提出に来た旨Ｙ3 所長に伝えている。 

 したがって、Ｘ1 らが所長室に入室した行為は、目的及び

態様のいずれにおいても正当な組合活動であったといわざる

を得ない。 

     これに対して、Ｙ3 所長は、Ｘ1 らの用件も聞かずに退室

を命じ、管理室の職員に直ちに来るよう電話で指示し、管理

室職員をしてＸ1 らの写真を撮らせている。 

   ウ Ｘ1 らの行為は企業秩序を乱すものであったといえるか 

 会社は、Ｘ1 らの行為は企業秩序を乱すものであったこと

から、そのことに対して注意を行い、注意に従わない場合に、

企業秩序違反行為があったことの記録を残そうとしたもので

ある旨主張する。 

     会社が主張する企業秩序が具体的に何をいうものであるか

必ずしも明確ではないが、まず、入室後のＸ1 らとＹ3 所長

とのやりとりをみると、Ｘ1 らは、大声を上げる、暴言を吐

く、大勢で取り囲むなど、暴行、脅迫またはこれに準ずる行

為を行ってはおらず、さらに、最終的にはＹ3 所長の指示に

従い退室しているのであって、職場における秩序を乱したと

までいうことはできない。 

また、Ｘ1 らは、Ｙ3 所長に退室を命じられてからすぐに

は退室しなかったことが認められるが、「今まで慣行、慣例で

申入書を所長のほうへお渡ししに行くということで、過去に
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十数年そういった言われ方をしたことがありませんでしたか

ら、何をおっしゃっているのか良く理解できなかった。」（①

Ｘ1 ｐ４５～４６）とＸ1 が証言するように、Ｘ1 らがいき

なり退室を命じられた理由が飲み込めなかったとしても無理

からぬことと思われる。 

   エ Ｙ3 所長が管理室職員をして写真を撮らせた目的 

     仮に、その時点でＸ1 らの入室を拒むというのであれば、

再度出直すよう、あるいは別の方法をとるよう指示するのが

一般的な対応である。 

     にもかかわらず、Ｙ3 所長は、すぐに退室を命じたうえ、

管理室の職員を直ちに呼び、Ｘ1 らの写真を撮らせている。 

     この点について、Ｙ3 所長は、平成２０年４月４日の団体

交渉において、監禁状態の中で組合員に取り囲まれ、怒鳴ら

れ押されたりして、身の危険を感じ、警察に１１０番通報し

ようとした時のこと等を思い出し、一人での対応に不安を覚

えたためであると陳述している（乙４６）。 

     しかし、Ｙ3 所長は、ドアを開けて入ってくるＸ1 ら２～

３人の姿を認めてすぐに退室を命じているのであり、その時

点で１か月以上前の団体交渉を思い出して不安を覚えたとい

うのは、いかにも不自然である。 

しかも、東自教のＺ 委員長は、同日の団体交渉では、特

段お互いに怒鳴り合ったわけではなく、荒れた団交ではなか

った旨証言している（第２回審問調書 Ｚ  証言５４頁）

ことと併せ考えると、Ｙ3 所長の陳述をそのまま信用するこ

とはできない。 

     さらに、Ｙ3 所長が管理室職員に、「こいつらがいつも私の

所に来る奴らだ。」、「よく顔を見ておけ。」と言い、Ｘ1 らの

顔写真を撮らせたことに注目すべきである。 

管理室は、同年５月８日に設置されたばかりであり、Ｙ3

所長のこれらの発言は図らずも、Ｘ1 をはじめとする組合執

行委員らを監視することが管理室職員の業務であることを露

呈したものと考えられる。 

Ｙ3 所長は、管理室職員に、「退室しろ。」と言われて戸惑

っている組合役員を示して、「こいつらだ、こいつらの写真を

撮れ。」と指示をしており、決して企業秩序違反の記録を残す
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などという合目的的な対応であったとはいえないのである。 

     このような発言とともに写真を撮られることは、相当な心

理的重圧となるであろうことは想像に難くない。Ｘ1 がこの

点について、「威圧的に目の前に来て」、「私達の顔の写真を目

の前でバシャバシャ撮ったり」され、「この写真を何に使うの

かなというふうな不安な気持ちになりました。」（①Ｘ1 ｐ２

２～２４）と証言していることからも、組合員にとって相当

なプレッシャーとなり、萎縮させるものであったということ

ができる。 

     これら一連の状況からみて、Ｙ3 所長が管理室職員に所長

室に来るよう命じ、Ｘ1 らの写真を撮らせたことは、設置し

たばかりの管理室職員に間近で写真を撮らせることによって、

組合の執行委員らに心理的圧力を加えて萎縮させるものであ

り、管理室職員をして組合を威圧しようという会社の不当労

働行為意思を推認することができる。 

   オ 不当労働行為の成否 

     以上、Ｙ3 所長が、Ｘ1 らの用件も聞かずに退室を命じ、

さらに管理室職員を所長室に呼びつけ、Ｘ1 らの写真を撮影

させたことは、組合執行委員らを管理室職員に認識させ、組

合執行委員らを威圧し、萎縮させることが目的であったと推

認することができるものであるから、法第７条第３号に該当

するものと判断する。 

 
10 争点４（３）（平成２０年５月２４日、Ｘ5 及びＸ15 に対して、

Ｙ3 所長が管理室職員をして写真を撮らせたことは、組合に対す

る支配介入に当たるか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
     Ｘ5 が、自分が担当する聴覚障害者教習の教習計画の作成

をしていたところ、Ｙ3 所長と管理室の職員２名が指導員室

に来て、壁に掲示してある組合掲示板の写真を勝手に撮り始

めた。 

     そこでＸ5 が、「所長、コソコソ撮らないで皆がいるときに

堂々と撮ればいいじゃないですか。」と言うと、Ｙ3 所長は、

「私は所長だぞ。コソコソなんかしない。お前はなんで乗車
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しないんだ。」とＸ5 を怒鳴った。  
     Ｘ5 は、「乗車する生徒がいなかったので、聴覚障害者教習

の書類を作成していました。」と答えた。  
     すると、Ｙ3 所長は、「いつまでそれをやっているんだ。あ

んたはもうやらなくてもいい。」とＸ5 指導員に怒鳴った。  
     そして、同行していた管理室の職員に「こいつの写真を撮

っとけ。」と命令し、その場をたまたま通りかかった組合員Ｘ

15 に対しても「こいつも一緒に撮っとけ」と命じて、写真を

撮らせた。 

Ｙ3 所長が、組合員を罵倒し、写真を撮った行為は、組合

員を威嚇し、もって組合を弱体化させる行為である。  
   イ 会社の主張の要旨  
     同日におけるＹ3 所長の言動は、Ｘ5 に対して、職場内に

おけるＸ5 の言動に対する注意を行ったものにすぎない。 

     すなわちＸ5 は、教習所において課長代理という役職にあ

るにもかかわらず、「コソコソ撮らないで皆がいる時に堂々と

撮ればいいじゃないですか」とＹ3 所長を馬鹿にするような

発言を行ったものであり、職場における上長に対する発言と

しては礼を失したものであったため、Ｙ3 所長は課長代理と

しての自覚と責任のある言動をすべきであるとして、「君は課

長代理だろう」などとＸ5 に対する叱責を行ったものである。 

     また、このように叱責を行っている途中で、組合員のＸ15

が現れて、Ｙ3 所長にＶサインをするなどのふざける真似を

行っていたため、職場内における不適切な行為として記録に

残すべく、写真を撮影するように指示したものである。 

     これらの行為は、職場内における上長からの注意としてな

されたものであり、組合に対する支配介入には当たらない。  
 （２）当委員会の判断  

ア Ｘ5 及びＸ15 の行為の態様 

     平成２０年５月２４日、教習所の指導員室において、組合

掲示板の写真を撮っていたＹ3 所長及び管理室職員に対して、

Ｘ5 が、「コソコソ撮らないで皆がいるときに堂々と撮ればい

いじゃないですか。」と言ったところ、Ｙ3 所長が「コソコソ

なんかしない」等と言ったうえで、管理室職員をしてＸ5 及

び近くにいたＸ15 の写真を撮らせたものである。（第３－２
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－（１２）－アないしエ） 

イ 不当労働行為の成否 

Ｘ5 は、組合掲示板の写真を撮らせていたＹ3 所長に対し

て「コソコソ撮らないで皆がいるときに堂々と撮ればいいじ

ゃないですか。」と発言したのであるが、教習所内の組合掲示

板を撮影すること自体に、不当労働行為性は認められない。 

また、当時、Ｘ5 は教習計画を作成していたものであり、

Ｘ15 についても組合活動を行っていたとの疎明はない。そう

すると、本件写真撮影は正当な組合活動を妨害する目的でな

されたものではなく、会社の不当労働行為意思を窺うことは

できないから、法第７条第３号には当たらないものと判断す

る。 

 
11 争点４（４）（平成２０年８月６日、Ｘ9 ら３名に対して、Ｙ

3 所長が教習所敷地内からの退去を命じ、退去しない場合は警察

に通報する旨警告し、管理室職員をして写真を撮らせたことは、

組合に対する支配介入に当たるか。）  
（１）当事者の主張  

   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）平成２０年８月６日、Ｙ3 所長は、Ｘ9 ら３名に対し、

管理室職員をして写真撮影をさせ、「敷地内から退去しろ。」

「退去しないなら警察を呼ぶぞ。」と脅した。 

      Ｘ9 ら３名は、業務に支障が出ることを心配して有給休

暇の届出を取り消して出社したというもので、何ら写真を

撮られたり、警察を呼ばれたりするような行いをしたもの

ではないにもかかわらずである。 

      このように組合執行委員が、何ら合理的理由もなく、写

真を威嚇的に撮られ、警察を呼ぶとまで言われて職場であ

る教習所敷地にとどまることが許されないということでは、

とても安心して組合活動などできるものではない。 

      会社は、このような組合執行委員を中心とする組合員に

対する威嚇を積み重ねて、組合活動を萎縮させたのである。 

   （イ）有給休暇を取り消すための申請用紙は、教習所には存在

していない。一度申請した有給休暇を取り消す場合は、全

て口頭による申請で行われてきた。そして、前日に取り消
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すことはもとより、当日取り消すことも普通に行われてき

た。 

   （ウ）会社は、「業務を縮小する体制で運営する準備が完了して

いた」、「教習等の配車を終了させており、Ｘ9 ら３名に対

して担当させるべき業務の存在しない状態であった」と主

張するが、このようなことはない。 

      出勤する指導員が少ない時は、予約可能台数を指導員数

に合わせて調整するが、これは毎日行っていることである。 

      配車業務の中に、技能教習予約の教習生を指導員に割り

振る作業（割り付け作業）があるが、朝の始業前の時点で

は２時限目までで、3 時限目の割り付けは１時限目の配車

業務終了後に行い、4 時限目の割り付けは 2 時限目の配車

業務終了後に行う。これは、当日のインターネットや電話

での予約申し込みに対応する為である。１日１０時限分全

てを予め割り付けてしまうと、当日の予約申し込みに対応

できなくなってしまうので、このような体制をとっている。 
      また、キャンセル待ちをしている教習生もおり、その教

習生の技能教習の担当ということもある。  
      したがって、朝の時点で配車が終了していてＸ9 ら３名

の担当すべき業務が存在しない、という事態は生じ得ない

のである。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）平成２０年８月６日については、時季変更の依頼に応じ

た職員はいなかったため、業務を縮小する体制で運営する

こととし、同月１日の段階で千葉県警察本部運転免許課に

もその旨を報告した。 

しかしその後、有給休暇の取得日前日である同月５日の

１９時頃になって、組合員のＸ9 、Ｘ6 の２名から、一方

的に「明日の休暇願を取り下げ出勤する」旨の電話連絡が

なされた。 

しかし、かかる電話連絡の報告を受けたＹ3 所長は、す

でに業務を縮小する体制で運営する準備が完了していたこ

とから、総務課長を通じて、「明日の準備は完了している。

明日は申請通り休暇をとるように」と指示をし、直前にな

っての有給休暇の取消には応じられない旨を回答した。 
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   （イ）当日の朝になって、Ｙ3 所長が出勤すると、Ｘ9 ら３名

が教習所内にいるのを確認した。 

しかし、Ｘ9 、Ｘ6 の２名については前日の時点で、有

給休暇の取消しを認めない旨の回答を行っていた。また、

Ｘ10  については、有給休暇の取消しについて何らの連絡

もなく、当日に至ったものである。 

その時点で会社は、教習等の配車を終了させており、Ｘ 

9 ら３名に対して担当させる業務が存在しない状態であっ

た。 

そのため、Ｙ3 所長は、かかる時間的余裕のない有給休

暇申請の取り下げを認めず、申請通り有給休暇を取得する

こと、そして有給休暇取得中においては、労務提供を受け

取ることはできないので、教習所の敷地から退去されたい

旨をＸ9 ら３名に伝え、退去を求めたものである。 

それにも関わらず、Ｘ9 ら３名が教習所の敷地内に居座

り、退去しようとしなかったため、Ｙ3 所長は「警察に通

報することになる」旨の警告を行ったものである。 

これは、所長の注意に従わず、教習所の敷地内に居座ろ

うとしたことに対して、警告を発したものであり、組合に

対する支配介入には当たらない。 

   （ウ）この点について、組合は「前日に有給休暇を取り消すこ

とは今までにも行われてきたことであり、当日取り消すこ

とも今までは認められてきたことである」と主張する。 

そもそも、会社においてかかる取扱いを行ってきた事実

はなく、実際に組合においてもかかる取扱いがなされた事

実、事例について明らかにはしていない。 

また、そのことをさて置くとしても、前日、当日に時季

指定の取消しがなされたとしても、自ら時季変更を行って

特定し、会社に業務分担の変更まで行わせた年休日につい

て、直前になって口頭で告げるだけで、時季変更の撤回が

できるものではない。 

 （２）当委員会の判断  
ア Ｘ9 ら３名に対するＹ3 所長の言動等 

     平成２０年８月６日の朝、前日又は当日に有給休暇の届出

の取消しを申し出たＸ9 ら３名が出勤しているのを見つけた
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Ｙ3 所長は、直ちに管理室職員に採証の準備を指示し、指導

員室において、Ｘ9 ら３名に対して、「君たちの休暇取消しは

認めていない。ここは職場である。休暇の者は外に出なさい。」

と何度か退去を命じた。  
     Ｙ3 所長の指示に従って、Ｘ9 ら３名は、指導員室から退

室し、教習所の敷地内に留まっていたところ、Ｙ3 所長は、

再びＸ9 ら３名に対して教習所の敷地の外へ出るよう２～３

度繰り返し命じた。  
     そして、「敷地内から退去しろ。退去しないなら警察を呼

ぶ。」と警告したため、Ｘ9 ら３名は教習所の敷地の外へ退去

した。  
     この間、管理室職員はＹ3 所長の指示のもと、Ｘ9 ら３名

の写真を撮ったうえ、Ｘ9 ら３名に対して、帰らないと逮捕

される旨発言したというものである。（第３－２－（１３）－

エ、オ） 

イ Ｘ9 ら３名に対するＹ3 所長の言動と会社の不当労働行為

意思 

     組合は、Ｘ9 ら３名は、業務に支障が出ることを心配して

有給休暇の届出を取り消して出社したものであり、写真を撮

られたり警察を呼ばれたりするような行いをしたものではな

く、会社は、組合執行委員を中心とする組合員に対してこの

ような威嚇を積み重ねて、組合活動を萎縮させたと主張する。 

     一方、会社は、すでに業務を縮小する体制で運営する準備

を完了しており、直前になって口頭で告げるだけで有給休暇

の届出の撤回ができるものではないから、Ｘ9 ら３名に対し

て、教習所の敷地からの退去を求めたものであると主張する。 

会社は、平成２０年８月６日の休暇取得を申し出ていた職

員の一部に対して、休暇の日を変えるよう個別に依頼し、こ

れに応じた職員はいなかったものの、時季変更権を行使する

までには至らなかったことが認められるから、会社がＸ9 ら

３名に業務を担当させず、労務の提供を受けなかったことは、

格別非難されるべき措置ではなかったと考えられる。 

だからといって、直ちに管理室職員に採証の準備を指示し

たうえ、業務運営を阻害するようなことはしていないＸ9 ら

３名に対し、ことさら執拗に退去を命じ、退去しなければ警
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察へ通報する旨警告し、管理室職員が取り囲んで写真撮影ま

で行ったことが、社会通念に照らして相応な対応だったかど

うか疑問が生ずるところである。 

そこで、当日すなわち平成２０年８月６日が組合と会社と

の関係においてどのような意味を持つ日であったかをみてみ

る。 

平成１９年８月のＸ16      の降格処分以後、処分の撤回

を巡って組合と会社とが対立を深めていったことは既に述べ

たとおりである。 

そして、同年１１月にＸ16 訴訟が提起され、翌２０年４月

４日の組合と会社との団体交渉においては、Ｘ16      の処

分問題が議題の一つとされるなど、Ｘ16 訴訟の提起後も、組

合と会社とは、Ｘ16      の処分を巡り、依然対立を続けて

いた。 

したがって、この時期に組合員が上記裁判を傍聴すること

は、組合としても重要な活動との位置付けがなされており、

なかでも同年８月６日は、Ｘ16      の本人尋問が行われる

という、組合と会社との緊張関係が一段と増す日であったと

考えられる。 

かかる状況下、一方的に退去を命ずるＹ3 所長に対し、格

別不満を述べたり抗議をするなど反抗的な態度も見せておら

ず、かつ当時組合の執行委員であったＸ9 ら３名に対し、後

をつけ回すように執拗に教習所の敷地内からの退去を命じ、

退去しない場合は警察へ通報する、すなわち犯罪者となる旨

警告し、あたかも犯行の証拠とすべく管理室職員に写真を撮

影させたことは、単に直前になって有給休暇の届出を撤回し

ようとしたＸ9 ら３名に対する管理者としての感情的な対応

にとどまらず、組合員の多くが裁判の傍聴で休暇をとってい

ることを奇貨として、組合執行委員らを威嚇し、組合活動を

萎縮させることを企図したものと考えざるを得ない。 

ウ 不当労働行為の成否 

     以上、平成２０年８月６日、Ｘ9 ら３名に対して、Ｙ3 所

長が教習所敷地内から退去を命じ、応じない場合は警察へ通

報する旨警告し、管理室職員をして写真撮影をさせたことは、

法第７条第３号に該当するものと判断する。 
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第５ 救済の方法 

   上記で判断した不当労働行為に対する救済の方法として、当委

員会としては、不利益取扱いについては原状回復及び処分の撤回

を、支配介入については謝罪文により、将来、このような行為に

よる支配介入の禁止を命ずることとして、主文第１項から第４項

のとおり命ずることとする。  
   なお、組合は謝罪文の掲示を求めているが、本件の救済として

は主文第４項をもって相当とする。  
 
第６ 法律上の根拠  

以上の認定した事実及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法

第２７条の１２及び労働委員会規則第４３条を適用して主文のとお

り命令する。  
 

平成２２年３月２３日  
千葉県労働委員会  

会長 竹 澤 京 平  
 


